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第一回 横浜市ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会 会議録 

開 催 日 令和６年７月４日（木）午前10時00分から午前12時00分まで 

開催場所 横浜市庁舎会議室（オンラインとのハイブリッド会議） 

出席委員等 （有識者、支援団体等）（敬称略） 

川田 悦子委員（マザーズハローワーク横浜 統括職業指導官） 

※代理出席 久能 明子様（横浜公共職業安定所 雇用対策部長） 

篠原 恵一委員（母子生活支援施設カサ・デ・サンタマリア 施設長） 

丹羽 麻子委員（公共財団法人横浜市男女共同参画推進委員会 男女共同参画

センター横浜 センター長） 

濱田 靜江委員（社会福祉法人たすけあいゆい 理事長） 

本間 春代委員（本間法律事務所 弁護士） 

松浦 正義委員（横浜市民生委員児童委員協議会理事 緑区民生委員児童委員

協議会会長） 

道下 久美子委員（一般財団法人横浜市ひとり親家庭福祉会 理事長） 

湯澤 直美委員（立教大学コミュニティ福祉学部 教授） 

渡邊 修一委員（ＮＰＯ法人 サステナブルネット 理事長） 

（行政職員）（敬称略） 

竹内 弥生委員（緑区こども家庭支援課長） 

鋪 歓奈委員（戸塚区こども家庭支援課長） 

森田 和枝委員（泉区和泉保育園長） 

近堂 次郎委員（横浜市中央職業訓練校長（経済局雇用労働課長）） 

伊藤 泰毅委員（健康福祉局生活支援課長） 

石津 啓介委員（建築局住宅政策課担当課長） 

末吉 和弘委員（教育委員会事務局人権教育・児童生徒課担当課長） 

議  題 １ 横浜市ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会運営要綱について 

２ 次期計画の策定について 

３ 第５期横浜市ひとり親家庭自立支援計画（令和７年度～11年度）策定に向

けた方向性について 

４ 意見交換 

開 会 

議事（１）横浜市ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会運営要綱について 

事務局：説明 

（質問・異議なし） 

議事（２）次期計画の策定について 

事務局：次期計画の策定趣旨及び前計画の概要を説明 

渡邊委員：私たち独自で父子家庭のアンケートを取ったことがあるのですが、その中で、ひとり

親自身の健康状態を聞くと、病院に行く暇がなくてＱＯＬを著しくこじらせている方

資料１ 
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も結構いらっしゃるので、アンケートの内容で親の健康状態の様子を聞いていただけ

ればと思います。 

湯澤委員：湯澤です。今、父子家庭のところでご意見が出されていたので、それに続けてという

ことでございますが、ひとり親家庭の現状と課題のところで、ページでいうと６ペー

ジ目の（３）父子家庭ならではの支援ニーズへの対応の必要性というのを出していた

だいております。これを独自に出していただくことは本当に重要なことであると考え

ておりますが、ちょっと表現として、比較的収入があることから、実際の支援対象に

は該当しにくくなっていると。確かに児童扶養手当の所得基準よりも上の収入という

層も一定数いらっしゃるかと思いますが、調査結果の分析のところを拝見しまして

も、父子家庭は収入が高いということが強調されるような印象の文体に、ほかの自治

体でもどうしてもなりがちなのですが、実際には分布の差がすごく開いているのだと

思います。前回の横浜市の調査を拝見しましても、児童扶養手当以下の所得層の方と

1000万円以上の所得層の方ということで母子よりも開きが大きく、1000万円以上の所

得層が平均収入を上げているというところがあるかと思いますので、表現するときに

は高いということだけが強調されないように、児童扶養手当の基準以下で支援を求め

ている方々がいらっしゃるということがきちんと分かるような形になるとよろしいか

なと思った次第です。以上です。 

渡邊委員：ちょっと補足したいのですが、収入の違いを重ねる要因と、もう一つあって、子育て

を自身の父親・母親に任せっぱなしの父子家庭と、全く頼る先がない父子家庭との差

がやはり激しいのです。それは収入の差にもつながるだろうし、貧困の連鎖にどんど

んつながっていくような父子家庭も多いと思います。以上です。 

事務局：ありがとうございます。平均を取ってしまうと収入が高いというふうに見えがちな父子

家庭ですが、様々な父子家庭があって、本当に困っている方にも支援の施策ができる

ように、しっかりと計画に反映させていただきたいと思います。ほかにご質問や御意

見等ございますでしょうか。湯澤委員、お願いします。 

湯澤委員：もう一点だけ短く発言いたします。今回はもう調査実施済みでありますので、今後の

希望ということなのですが、やはりどうしても行政の縦割りの組織構造から、ひとり

親調査というのは、国の調査でもＤＶの経験があるかどうかと、それが今の生活にも

かなり響いていらっしゃる母子の方がたくさんいらっしゃるのですが、そういうとこ

ろが全く取れないのですね。生活支援という中にそれが含み込まれるということはご

ざいますが、ＤＶの被害は子どもにも親御さんのほうにも、ひとり親家庭になった２

年後、３年後、４年後でも影響している可能性がありますので、横浜市独自にそのあ

たりもクリアにしていただけると、国の調査もよりよくなっていくのではないかと思

っております。今後の希望ということでございました。ありがとうございました。 

事務局：ありがとうございます。湯澤委員おっしゃるとおり、今回の調査につきましては、令和

５年度に実施しているというところで反映は難しいのですが、そのあたりはヒアリン

グでお伺いしたり、今回ご意見を頂きましたので、次回策定時の調査などには反映で
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きるように検討してまいります。 

（３）第５期横浜市ひとり親家庭自立支援計画（令和７年度～11年度）策定に向けた方向性につ

いて 

事務局：第５期横浜市ひとり親家庭自立支援計画（令和７年度～11年度）策定に向けた方向性に

ついて説明。 

（「計画策定の趣旨」及び「ひとり親家庭の現状と課題」について説明） 

（横浜市ひとり親家庭アンケート調査結果速報値について説明） 

渡邊委員：ひとり親アンケートの中で生活費が不足している、これは本当にごもっともだと思い

ます。私たちひとり親支援側としても食料品などを配って何らかの足しにしてほしい

と思っているのですが、やはり限界があって、現金を配るわけにはいかないというジ

レンマがあります。そこまで考えていくと、やはり相談で出てくるのは、養育費を払

わないで済ませている元の父親、今の父親の存在なんだと私は思っております。コロ

ナのときの相談でも、コロナを理由に養育費を半額にしたり、養育費を払わないで済

ませる話もお母さんからたくさん聞きました。それって、コロナだからといって子ど

もにかかるお金が少なくて済むはずもなく、払わないで済ませている男性の父親たる

責任感の欠如でしかないと思っています。この辺を母子家庭のお母さんに聞くと、関

わりたくないという意見がほとんどで、ならば、関わらなくても養育費が得られるシ

ステムをつくってほしいというのが支援側の本当の願いで、明石市の例もあるでしょ

うけど、この話はこの何年間、全然進んでいないんですね。日本では逃げ得と言われ

ています。金を払わないで済ませている父親。これが海外だと、アメリカだったら保

険に入れないとかそういうペナルティーがつくはずなのですが、日本ではそういう現

実はなくて、お金に困っている母子家庭の数だけお金を払わないで済ませている父親

がいると思ったら、私は父子家庭の立場としたら全く真逆の男性なのですが、何とか

払ってほしいと思う次第ですし、何か手はずを講じてほしいという願いがあります。

以上です。 

篠原委員：私は母子生活支援施設にいるのですが、やはり全く同じで、あんなやつのお金はもら

いたくないとか、あるいは離婚を成立させるためにはそんなところでぐじゃぐじゃも

めないで早く終わらせたいから養育費を受け取らないという考えを持っているお母さ

んが割と多いかなという現状がありまして、ここのところをカバーできる何か施策が

ないかなと。本当は権利でもありますし義務でもあると思うのですが、お母さんたち

のことを考えると、その気持ちも分からなくはない。本当に嫌な思いをされている人

は、ひどい目に遭った人からの養育費なんかもらいたくないとか、離婚を成立させる

ためにはそんなところで争っていないで早く解決していきたいという気持ちは分かる

のですが、なかなか難しいなと。それによって収入が減ってしまうというのはなかな

か難しいなというのが現状です。 

本間委員：養育費の問題は、私も法律相談等で感じているのですが、アンケート結果で、養育費

取り決め文書作成や養育費保証契約締結への補助金は令和３年７月から始まったもの
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なのですが、7.2％と認知状況が低いのが非常に残念に思っております。私はひとり

親の法律相談などで必要なときにはチラシをお渡ししているのですが、もっともっと

いろいろなところでやっていかなければいけないなと思っています。あと、養育費の

問題は、調停をするに当たっても、以前は、管轄の裁判所が相手方住所地なので、例

えば大阪なら大阪に行かなければいけないというのが非常にハードルを上げていたの

ですが、電話で参加できる電話会議システムというのが始まり、また、コロナも後押

ししたのだと思いますが、ウェブで調停ができるというふうにだんだんなっていまし

て、今は管轄の住所地に行かなくても調停をすることができるようになりましたの

で、そのあたりの周知を私も努力したいと思いますし、養育費もまた法改正で少しず

つ変わっていきますけれども、やはり調停等で決めるということは必要なことだと思

いますので、そのあたりを認知していただけるようにより一層、自治体でもやってい

ただいて、私どもも努めてまいりたいと思います。 

丹羽委員：ひとり親家庭のしおりでいろいろな福祉制度を知ったという方が25％程度ありますけ

れども、ひとり親家庭のしおりというのは、求めていかないと手に入らないというお

声を頂いております。あの冊子はよくできていて、各種支援が一覧になっているので

すが、支援の中には自分から申告しないと利用できないものもありますので、離婚届

を出しに行ったらそこに積んであるぐらいの形で周知されたら助かるなと思いまし

た。以上です。 

湯澤委員：まず１点目ですが、調査の報告書がこれから遂行されるということですので、お願い

としまして、収入は税込みですよね。 

事務局：税込みです。 

湯澤委員：税込みの収入額であることを明記していただけたらと思います。手取りか税込みかで

はかなり、やはり可処分所得として使えるのは税込みではなく手取りですので、今こ

こに挙がっている収入が即、生活に使えるお金ではないと考えると、税込みであるこ

とを明記していただけたらというのが１点目でございます。 

事務局：ありがとうございます。修正して反映させていただきます。 

湯澤委員：それから、45ページ目の、ひとり親になったときに困ったことというところなのです

が、やはり先ほどのように母子と父子を比べて母子のほうが生活費が不足している割

合は高いと書かれているのですが、実際に父子の回答を見ますと、「生活費が不足し

ている」というのは、ひとり親になったときは２番目に高い４割あって、現在のとこ

ろで見れば最も高いのが「生活費が不足している」になっています。これは多分、統

計的に有意かどうかを見れば、現在のところの生活費と洗濯ではあまり差が出ないの

かもしれませんが、実際的にはこのような形になっておりますので、ちょっと表現

を、母子と父子を比べてということよりは、母子家庭、父子家庭、それぞれ子どもが

いる家庭と比べてどうなのかということですので、母子と父子を比較することにはあ

まり意味がないと考えています。それが２点目でございます。 

     同じように39ページで、父子家庭は正社員が突出していますという表現があるのです
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が、75％ぐらいでしたか、これは両親家庭のお父さんの正社員率と比べたらとても低

いので、そこは誤解がない表現にしていただきたいです。 

      あと、情報提供ですが、沖縄県が「2023年度 沖縄県ひとり親世帯等実態調査報告

書」というのを出しています。この３月なのですが、とても丁寧に出来上がっている

報告書なので参考になるかと思いますので、ぜひ入手していただけたらよろしいかな

と思いました。 

      それで、自由記述の記載方法なのですが、網羅的に箇条書にはしていただいている

と思いますが、なかなかリアリティーが伝わらないといいますか、自治体によって

は、この沖縄県のものもそうなのですが、もうちょっとその方の切なる願いが伝わる

ような形で、その方の個人情報が特定されないような形で、文章体で一人一人の声が

ご紹介されていたりしますし、自由記述は全部、生の声で紹介しているところもあり

ます。自由記述はすごく訴える力があるものですし、現実の理解に役立ちますので、

あまりシンプル化しないで、幾つか生のリアルな声を掲載していただきたいというの

がお願い事でございます。 

      あと、今後の次回以降ということで。この沖縄県の報告書を見ていましたら、今

回、横浜市さんでも住居の費用を取っていただいたというのはとても重要なことだと

思いましたが、例えば沖縄県では住居費用の負担率というのも出していまして、その

人の収入の中で住宅費が何％を占めているかというものも取ったりしています。そう

すると、やはり民間借家に住んでいる方の住居の負担率がほかの住宅の方よりも高く

なっているという実態も見えてきています。それから、部屋数も把握しておりまし

て、世帯の人数と部屋数を掛け合わせたときに十分な居住状況にあるのかというのも

取られています。結構、住宅のところというのは見逃されてしまう部分も大きいので

すが、やはりこの住居費や住宅環境が子どもの生育や暮らしに与えている影響は大き

いので、今後もその住宅のところはもう少し掘り下げながら現状を取っていっていた

だけるとよいかなと思った次第です。以上です。 

事務局：アンケートについては、父子家庭であっても母子家庭であっても、困っている状況がよ

り伝わるような記載にしていきたいと思います。 

湯澤委員：すみません、もう１点だけ。47ページに今後利用したいかどうかという、認知状況と

利用状況が出ていたと思います。今後利用したいというのはとても重要な数値だと思

いますが、母子のみしか利用できない制度と父子のみしか利用できない制度が３つあ

って、母子生活支援施設とマザーズハローワーク、父子交流事業なんですね。この３

つについては、今後利用したいというのが、母子家庭も含んだ回答でパーセントを出

してしまうと割合が低く出ますので、父子家庭の中で何％、母子家庭の中で何％とい

うような形で別に数値を取っていただいたほうが、よりリアルな利用ニーズがつかめ

るかなと思いました。ちょっとご検討いただければと思います。 

松浦委員：自由意見にもありますが、収入の問題だと思うのですが、社会福祉協議会が生活福祉

資金というのをやっているんですね。それで、学資資金でこういう申請があるという
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ので私が行ったのですが、そうしたら、お母さんと、中学生の息子さんが不登校なの

です。中学３年で今度卒業して、そういう不登校の子が集まるような学校があるらし

いのですが、そのために生活福祉資金が欲しいと。いろいろ聞くと、お母さんは朝早

く出ていって、帰りも遅いみたいなのです。それで、子どもはゲームをやったりなん

かして、ずっと家にいると。不登校になって、でも、中学は卒業するというのでちょ

っとやる気を出して学校に行きたいみたいなことで福祉資金を申請したらしいので

す。それで、卒業したという連絡が来たので、ああ、ちゃんとやっているんだなと思

ったのですが、それだけお母さんも朝から夜まで働かないとなかなか大変なのかなと

いうようなことを聞きました。 

 

（４）その他・意見交換 

渡邊委員：私ばかり発言させていただいて申し訳ないです。ひとり親支援として感じることは、

コロナが続いて、そこでやはり収入が減らされる先に母子家庭がマッチして首になっ

たりという方の話をよく聞きました。コロナが明けてさすがにそれは減ったと思いま

すが、どうなったかというと、やはり収入の格差が固定化して、その後の就業につな

がらないというのが、申し訳ないですけど浜松でももう見えていますし、横浜でもそ

うではないかと思っています。やはり自立してほしいのが願いなのですが、そこに至

るまでの道のりがすごく遠いかなと。私たちの活動は、子ども食堂でも何でも、児童

扶養手当も証書を見せてもらっているのですが、皆さん結構、満額をもらっているの

です。ということは、お母さんはあまり働いていらっしゃらないんですね。支援に頼

って低収入が固定化している。だからといって、就業支援が進まないとも感じており

ます。 

      ここからちょっと父子家庭のほうをご案内させていただきたいと思います。横浜市

さんとは父子家庭のしゃべり場でファシリテーターというのを５年前からさせていた

だいております。父子家庭というのはすごく孤立しているなと。自らＳＯＳを出さな

いので、なおさら孤立していると。皆さんが関わる場面では、結果、こじらせている

父子家庭さんと関わってしまうのかなというところです。現に、それこそ５年前は埼

玉県の社協さんに呼ばれて、あまりにも事件が起きてから父子家庭さんを支援する形

になるので、その前にやりたいということで講演会を依頼されたこともあります。そ

こは感じるところです。母子家庭、父子家庭、養親家庭を比べると、子どもの犯罪率

が著しく高いのも父子家庭です。すごく嘆かわしいことだと考えています。これは男

のジェンダーというのがやはり半分以上あって、弱音を吐けない、一人で抱え込んで

しまう、あと、結果しか求めないんですね。だから相談にも行かないし、一人で抱え

込んで孤立化するというのはもうジェンダーなので、これは変えられないのかなと。

申し訳ないですけど男としては変えられないんですね。うちもいろいろな父子家庭の

方とお話しします。父子家庭の敵というのがあるとすれば、実は同じ男だと思ってい

ます。仕事は男社会がまだまだ続いていますし、その中で父子家庭の立ちポジション
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というのは、やはり負け組なんですね。引け目を感じながら父子家庭をかろうじて維

持しているお父さんもたくさんいると思っています。例えば今、女の子だったら髪の

毛さらさらじゃないですか。でも、私の娘もそうでしたけれども、髪の毛をといであ

げる、そんな時間なんかあるわけでもなし、父親としてそこまでする考えにも至らな

いのが現実です。髪の毛がくしゃくしゃな女の子を見たら、バックに父子家庭がある

のかなと思っております。みすぼらしい存在も孤立がゆえというところで、では、ど

うやって支援したらいいのかずっと考えていますけれども、何も答えは出ないです。

相談業務をしてもそこにはつながらないだろうし、父子家庭のしゃべり場としても、

そこにいたら恥ずかしいという気持ちもあるだろうし、非常に困難かなと思っていま

す。その困難なのは、やはり低所得の父子家庭だし、周りに頼る先がない父子家庭だ

と思います。 

      では、どうしたらアイデンティティーを保てるかというのをすごく感じます。いろ

いろな職場で母子家庭も共存しなければいけないでしょうし、ぜひとも職場で父子家

庭を考えるような活動もいいのではないかと思っています。どうしても男というのは

仕事がまず主体にあって、子育てというのは、申し訳ないけど２番目なんですね。仕

事でやはりアイデンティティーを保てないと、結果、子どもにいい教育ができないの

かなというところは、悲しいですけど男のジェンダーかなと思っています。いろいろ

考えているのですが、孤立がゆえにどうしようもないというところもジェンダーかな

ということで、出口がないのもすごく悩んでしまうところです。父子家庭支援として

は、申し訳ないですけどそんな感じの意見です。皆さんに聞いてほしかったです。以

上です。 

道下委員：前は母子家庭だけでしたけれども、父子家庭は10年ぐらい前からうちの会でも数名い

らっしゃいます。今までミカン狩りとかおみそづくりもしましたが、横浜の近くのホ

テルで10名ぐらい募集しまして、コックさんに習って衣装もちゃんとして料理ができ

たら親子で食べるというのがあって、それにも父子家庭の方が参加されていました。

クリスマス会でもお子さんと一緒に参加されて、ちょっと値段は高くなりますけど会

員でなくてもいいですよという参加方式もあり、横浜はまだ少ないですが、全国組織

ですから、長野県とか多かったですし、たしか静岡福祉会の会員さんもいらっしゃっ

たと思います。ストーカー的な行為があったので、母子ばかり、父子ばかりの会員を

別々につくりたいという団体もありますが、各団体に父子家庭の会員さんも結構いら

っしゃいます。何も問題なければ別にいいのですが、あまりはいはいと入れるのもち

ょっと嫌だなというところはあります。父子家庭のお子さんが母子家庭のお子さんよ

りかわいそうだなと思うのは、母子家庭のお母さんは割とそうやって行事に参加でき

ますけれども、父子家庭の人はあまり参加できないので、子ども同士で遊んだりとか

できなくてちょっとかわいそうかなと逆に思います。 

丹羽委員：父子家庭の話で男性ジェンダーの話が出たのですが、今、横浜市には男性相談という

事業がないんですね。先ほど渡邊さんがおっしゃったように男性のジェンダーという



 7 

こともあって、その苦しい男性のジェンダーを理解してなおサポートに立つという高

いスキルが求められますので、相談員となりうる担い手の方が大変少ないのです。大

阪の男性相談は進んでいまして歴史があるので、相談員の方々にご助言を頂いたので

すが、「敵ではない男はちゃんといて、男性が弱音を吐いても堂々と支え合える社会

にしていってよいのだ」というメッセージを当事者の方たちが出していくことが一番

効果的なことだと学びました。最初は利用が少ないかもしれないですが、当事者の方

たちに当事者目線で根気強く支援を広げていっていただけるような、そういった切り

口での男性相談事業立ち上げが求められているのではないかと思っております。以上

です。 

松浦委員：私が青少年指導員をやっていたときにスポーツ推進委員、前は体育指導委員と呼んで

いましたけれども、体育指導委員をやっていた人が息子さんと父子家庭でした。何か

あると息子を呼んでご飯を一緒に食べようとか言っていて、みんなで育てているんだ

なというのがありましたね。だから、そういう環境だといいのかなということはあり

ます。 

濱田委員：子どもの世界って何なんでしょうね。就学期になると、一番子どもが長く生活する現

場は、やはり小学校であり、中学校であり、その生活の基本的なことは、それがどこ

で誰がどういうふうに気づいて、支援をどう組み立てていくかというところが今、す

ごく問われているなと思っています。子どもは今まで意見を聴かれたことがないんで

すね。あまりにも経験が少ない。こういうときはどうしてほしいの？ってうまく聴い

てもらったことがないので、なかなかそれを自分から言えない。言えない子を学校の

先生がどう導いてくださるかというところにかかっているかなと。親であっても子で

あっても、親子はセットではないんですね。子は子、親は親、それぞれの自立を目指

さなければいけないと思っています。たくさん子どもの顔が浮かんできて、実は涙ぐ

んでいる状況なのですが、やはり経験を積んでこない子どものつらさというのを誰が

分かってやれるんだろうかと思うのですが、それはもう一回丁寧に、横浜市は今、い

ろいろな制度をたくさんやっているところなので、その成果を持ち寄って、子は子を

中心に、勝手に私たちが意見を押しつけるのではなくて、もうちょっとゆっくり子ど

もの意見を聴きながら、中学校の先生や小学校の先生にも意見を聴かせていただけた

らありがたいかなと思っています。市の相談は児童家庭支援センターの心理士がやる

べきだと思っていますが、そこからどういうふうにつなげていくかというのは、こち

らがやらなければいけないことだと思っています。 

      私は今ちょっとびっくりしていることがあるのですが、７月１日から急な異動にな

りまして、私は10年ぶりに母子生活支援施設に逆戻りをしているんですね。篠原先生

もいらっしゃるのですが。そのときに、10年たってみて、困っていることは全然変わ

らないんだなということと、もう一つ、よかったことは、子どもが全員学校に、高校

に行けているということですかね。それがすごくうれしかったです。なので、そうや

って子どもが場面場面でライフステージを決めていく。決めていけるだけの力をどう
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やって、誰がどういうふうに的確に支援を組み立てていくのかというのが、これから

問われていくことかなと思っています。子どもがこうしたいと思っても、誰がそれに

応えていくのか。それは、一番身近にいる学校であり、児家センの仕事かなと思って

います。実は児童家庭支援センターも、母子とか父子を緊急避難的に預かる場所を探

さないと、在宅だけでは続けられないかなということもいろいろ考えておりますの

で、できればみんなで子どもを中心に、横浜市はたくさんの制度を工夫して立ち上げ

ておりますので、その人たちと一緒に検証して、もう少し短い間に何かできることが

あるのではないかと私は日々感じているのですが、いかがでしょうか。誰か、湯澤先

生が中心になっていただいてもいいのですけれども、子どもはちゃんと自分の生き方

を自分で決めたいと思ってはいるんだけど、どうしたらいいか分からないというとこ

ろもあります。一番生活の中心である学校の現場も少し巻き込んで、うまく聴き出せ

たらいいなと思っています。 

      横浜市のすばらしいところは、受験したい子の制度と、生活習慣が身につかない子

どもの制度を分けて、ちゃんと支援しているというところだと思っています。一生懸

命頑張っているところをたくさんつなげる人がちょっと今、不足しているかなという

のと、身近な人にもっと意見が言えるようなコーディネーターが必要かなと思ってい

ます。実はこ家も子どもの権利の課をつくったり、これから児家センではなくて児童

センターみたいな、生まれる前から保健師が関わったりしているのが、鶴見やいろい

ろなところで今、３つですかね、港南区や何かもやっているところですので、ばらば

らではなくて、みんなが子どもを中心に行けたらいいなと。本当によくやっていると

思うのです。実は横浜市の母子生活支援施設の傾向としては、自分がＤＶを受けてい

ると思っていないお母さんが多いかなと思っています。なので、心理士の役割は大き

いねと昨日もインテークをしてもらって、自分が首を絞められているのに、現場はそ

れを、子どもも見ているのに、自分がどこか悪かったんでしょうかと言うんですよ

ね。もうちょっと自分を守ることとか、自分の人権に対して教育が必要かなと思って

いるところです。以上です。 

末吉委員：教育委員会事務局人権教育・児童生徒課の末吉と申します。遅れて申し訳ございませ

んでした。今、委員からご発言がありましたけれども、就学期の学校に通っている子

どもたちに支援をどう組み立てていくのかというところで、学校の先生の役割は大き

いのではないかというのがご趣旨だったと思います。その点はまさにそのとおりだと

思います。子どもたちにとって学校というのは、特に就学期は最大の居場所になって

いますし、そのときに担任の先生や部活動の顧問など、学校の先生たちがその子ども

たちの様子をよく見守っていることが実態としてあるのではないかと思います。その

背景に、生きづらさ、つらさを抱えている子どもがいて、その世帯の状況というのを

学校の先生たちは分かって支援しているケースがあるのではないかと思っています。

一方で、先生方がどういう支援を差し伸べられるのか。学校という箱の中でできるこ

とはたくさんあると思いますが、その子への支援、世帯への支援を学校の先生たちが
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どこまでできるかというと、限界もあると思うのです。そのときに、教育と福祉をつ

なげるような役割が大事だと思っています。横浜市でいいますと、小学校と中学校に

児童支援専任と生徒指導専任という専門で取り組んでいる先生がいるというのが一つ

と、今、スクールソーシャルワーカーを福祉の専門職として学校に配置するような人

材を少しずつですけれども増やしているところですので、そういった職員が中心にな

って、先ほどおっしゃったつなげる人、つなげる役割を果たす人ですね。行政側でい

うと学校がとか区役所がという縦割りではなく、学校と区役所が連携したり、民間の

団体と連携することが重要になってくるのではないかと思っています。 

湯澤委員：時間がない中ですみません。２点です。まず１点目ですが、今、母子生活支援施設の

話題も出ました。本当に今、このような厳しい社会経済状況の中で、全国的にも母子

生活支援施設の重要性が改めて認知されるべきだと思っておりますが、残念なことに

全国的に利用率が低減し、暫定定員問題というのが出ております。横浜市の利用状況

はどうかということと、昔、市か県かで母子生活支援施設を機能させていくためのあ

り方検討会みたいなものがあったのですが、外部の方も含めて母子生活支援施設を今

後、より発展させていくための検討会の設置ができないかと考えますが、いかがでし

ょうか。 

事務局：母子生活支援施設については、横浜市は今、民間が７施設と公立が１施設で８施設ござ

います。今ちょっと公立の施設は稼働率が低いのですが、民間の施設はかなり稼働率

が高くなっている状況がございます。ただ、さっきおっしゃったようにニーズに全部

応えられているかというと、やはりなかなか応え切れていないところはございます

し、また逆に、潜在的なニーズを行政側がちゃんとつなげられているかというと、ま

だ難しいところはあると思います。実は今年、横浜市のほうで社会的養育の推進計画

というのを改定する時期に来ておりまして、その中で、母子生活支援施設のことも含

めて検討することになっています。母子生活支援施設の代表の方も入っていただいて

検討することになっていますので、このひとり親の計画策定連絡会の状況なども共有

しながら検討できればと思っております。 

湯澤委員：ありがとうございました。ぜひ検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

      それとあともう一点なのですが、今日のご説明の中にもありましたひとり親支援に

係る事業の対象者要件の見直しということで、児童扶養手当受給要件の所得要件を撤

廃する動きが国で出されたということで、この点について教えていただきたいのです

が、これは、そもそも児童扶養手当を受給している人の所得が上がったときに、この

見直しの事業に該当するプログラム策定事業等について引き続き利用できるというよ

うなことであろうかと思いますが、そもそも受給要件から外れてしまっている方々は

対象外という理解で合っているかということです。つまり、この横浜市の調査のデー

タや自由記述の中から少しかいま見えることは、親同居、祖父母同居をしているがゆ

えに、援助は受けていないけれども所得要件から外れてしまっているという自由記述

があったかと思います。お母様自身の所得が厳しくて親と同居しているけれども、親
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の収入もプラスになって所得制限額を見られるから、そもそも対象外になってしまう

という方がおられるのですが、横浜市ではそのような方がどのぐらいいらっしゃるか

把握していらっしゃいますでしょうか。 

事務局：数の把握ということでいきますと、もともと児童扶養手当の申請のときに、最終的に対

象外となったけれども申請はされているという方の数は把握していますが、ちょっと

今すぐ数字が出なくて申し訳ございません。 

      横浜市の事業の対象が国の制度に合わせてどのように変わっていくかというところ

では、大きく３つ変更がございます。１つは、自立支援のためのいろいろな資格を取

得していくための支援を行う、いわゆる給付金関係の事業につきまして、例えばウェ

ブデザイナーとか、そういった自立支援教育訓練給付金というものは児童扶養手当の

要件が一切なく、今まで児童扶養手当の対象者でないと受けられなかったのが全部撤

廃という形で進むこととなります。あと、高等職業訓練給付金といって、例えば看護

師になったりとか、そういう特定の資格を得るために長い間学校に通う必要がある方

たちの生活費を月々10万円くらい、そちらの事業につきましては、児童扶養手当の制

限はあるのですが、児童扶養手当が外れた人も１年間はこの制度で支援する内容とな

っています。 

湯澤委員：そのあたりは国の資料で把握していますが、そうすると、前者の場合、先ほどのよう

な親の所得が加算されているがゆえにそもそも外れてしまっているような方も今度は

対象になるということですか。 

事務局：そのとおりです。支援施策でも対象としてまいります。 

湯澤委員：分かりました。それはすごく重要なよい改善だと思いますので、ぜひそういう方々に

そういう制度利用ができるということが十分周知されるといいなと思いました。あり

がとうございます。 

道下委員：先ほど言いましたけれども、各企業様からいろいろ応援いただいていまして、ローソ

ングループの方からは、ひとり親家庭支援奨学金制度というのがございまして、中学

３年から高校３年まで月３万円、無償で支給されます。それは全国で400名、横浜市

では10名なのですが、もう７年目に入りまして、今年も59の申込みがあって10名選び

ました。それは成績に関係なく所得の少ない人から選んで本部のほうに送りまして、

ローソンの本部の方が見て決めるのですが、補欠の１名も入れてたしか今年は11名合

格したと思います。中学３年からもし頂けたら、年間36万の４倍になりますから、す

ごい金額です。それと、横浜信用金庫さんから、創立100周年記念で大学受験の方に

５万円支給されます。これは100名募集ですからほとんどの方が大丈夫なのですが、

今年の受験から始まりましたので、横浜市は80名、川崎とかほかにも信用金庫さんが

ありますので、みんなで99名でした。今年は９月から募集があります。これは５年間

続きます。 

竹内委員：緑区こども家庭支援課長の竹内です。私は社会福祉職でして、職員時代はひとり親の

支援施策や児童扶養手当の担当をしており、母子生活支援施設の皆様にはいろいろお



 11 

世話になっていた立場でございます。私は今、区役所のご相談部門を担っているとこ

ろの課長ではありますが、やはりこういうアンケートで、ひとり親に限らずですが、

「相談の一体的な窓口」、「どこに相談したらいいか分からない」とか「専任の相談員

がいるとよい」というお声を頂いていることが、今、区の福祉保健センターこども家

庭支援課で社会福祉職がひとり親のご相談を受ける体制ではあるものの、ひとり親に

なる方又はなられた方のニーズとして、平日以外のご相談先や、全部のことが１か所

で聞けるとよいという利用者の方のお気持ちが重々伝わります。ご相談の内容も法的

なことから住居のことまで様々あるところ、どこまで一体的に応えられるのか、縦割

り行政の中で課題を感じているところではございますが、そのあたり私たちの現場の

中でも意識を変えられる部分は変えていったほうがいいのだろうなという思いを、今

日改めてアンケートの結果を見ながら思ったところでございます。引き続き、今、目

の前にご相談にいらっしゃる方の一人ひとりのお声をきちんと聴いて丁寧な対応がで

きるように窓口としてはやっていきたいと思っております。以上です。 

鋪委員：戸塚区こども家庭支援課長の鋪です。松浦委員にもいろいろエピソードを頂きまして、

横浜市はちょっと都会で冷たいという印象があるかもしれませんが、地域の方々は本

当に子育て世帯を支援したいという温かい思いでいろいろな活動をしていただいてい

ます。スタッフでもそういったネットワークづくりというのをして、ひとり親世帯に

限らず子育て世帯に、とにかく自分たちに何かできることはないだろうかと考えなが

らやっていただいていますので、お父様やお母様がお仕事で忙しい中で地域に来てく

ださいというのはなかなか難しいところですが、そういった思ってくれる人が実際に

いるということを伝えていけるといいのかなと思っています。 

森田委員：和泉保育園園長の森田と申します。保育園はひとり親家庭が多いので、密接に保護者

の生の声を聞くことがあるのですが、今日この連絡会に参加させていただきまして、

ひとり親家庭のしおりというのがあることを知りました。困っている方が結構いらっ

しゃるので、私たちも調べてこういう制度があるということを情報としてお伝えした

いのですが、なかなか情報が得られなくて。すごくいい情報が得られたので、これを

職員にも伝えながらひとり親家庭を応援していきたいと思っています。 

      小中学生は自分の意見や思いを伝えられますが、保育園に至っては０～５歳のお子

さんを預っていて、特に０～２歳の乳児のお子さんがどう思っているかというのは、

子どもからは発信できないので、保育士が発信していかれればと思っています。保育

園として心が痛いのは、病気になって熱が出てお母さんにお迎えをお願いするとき

に、お母さんはお仕事されていて、ほかに誰も頼る方がいない方も結構いらっしゃる

のです。病児保育とかサポートシステムとかフルに活用しながら子育てしている方も

たくさんいらっしゃるので、そういうところの支援を厚くしてもらいたいと思ってい

ます。本当はできれば、ひとり親家庭の方は帰っていいよ、おうちでお子さん見てあ

げてみたいな、社会がそういうふうになっていくといいなと思っておりますが、なか

なか社会を変えるというのは難しいので、すぐには変わらないかもしれませんが、ひ
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とり親で小さいお子さんを育てている方に関しては、病気のお子さんをおうちで見ら

れるようなシステムができていくといいなと思っております。引き続きどうぞよろし

くお願いいたします。 

近堂委員：経済局雇用労働課長近堂です。私のところは中央職業訓練校といいまして、職業訓練

を行う施設です。横浜市は基礎自治体として全国で唯一、職業訓練校を運営していま

して、基礎自治体ならではの、より市民主体の福祉的な取組というところで、具体的

にはひとり親家庭の方の優先枠を設定して受け入れています。優先枠で入られたひと

り親家庭の方の全てではありませんが特に目立つところとしては、お子さんが例えば

病気になったりして訓練がうまくいかないとか、休みがちになってしまうような方が

見受けられます。そういう中で、出てこなくなってしまう方もいらっしゃいますし、

そのあたりは最後までできるだけ支えながら進めたいのですが、やはりどうしても途

中でリタイアしてしまう人がいらっしゃるので、そのあたりのサポートをどうやって

いけばいいのかということは考えていきたいと思っています。以上です。 

伊藤委員：健康福祉局生活支援課の伊藤といいます。私のところは区の生活支援課、いわゆる生

活困窮者自立支援制度とか、生活保護制度を利用されている方を支援する部署になり

ます。生活困窮者自立支援制度というのは、特にこういう人でなければ相談できない

という枠はない制度ですから、生活費のお話や住宅のお話など様々なご相談を頂くと

いう意味ではどなたでも、今困っていなくても将来困る人も含めて広く窓を広げてい

る部署ということでご理解いただけるといいかなと思います。また、区役所にはハロ

ーワークの出先機関であるジョブスポットがございますし、困窮制度の中では、先ほ

どお話がちらっと出ましたけれども、中高生の学習支援事業というのもやっておりま

す。特に中学３年生の受験期が中心になりますけれども、そういう方で、必ずしも生

活保護を受けている方ばかりを扱っているわけではなく、困窮制度を利用されている

方のお子さんも入ります。また、生活費の話でいくと、お金の支給というよりは、例

えば収入はあるけれども支出が課題だとか、例えば私も区にいたとき、家族総出で何

万も携帯代を払っている方とか昔からよくいるのですが、そういう方のご希望があれ

ば、家計改善支援という事業がありまして、収入に対して課題になっている支出を、

例えば電話料金のプラン変更とかも含めて相談に乗ります。これは外部委託でやって

いますが、相談は区役所のほうで受けられます。そういった形で、今ある収入をどう

有効的に使うか、そんなことを含めた事業が様々展開しております。あともう一つ、

ひとり親の方の生活保護の利用世帯が年々減少しています。また、資料を見て分かっ

たのですが、社員の方は持家に住んでいらっしゃる。自分のとほかの方のと合わせる

と60数％ですかね。そういうことも若干影響しているのかなと。こういう物価高で困

っている人が多い中で、ひとり親家庭の方の利用は一貫してずっと、かなり前から減

少傾向にありますので、生活にお困りの方がいらっしゃいましたら、まずは区役所に

行ったらどうですかとお勧めしていただけるといいかなと思います。よろしくお願い

いたします。 
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石津委員：建築局住宅政策課担当課長の石津でございます。我々は住まいの確保にお困りの方の

支援として市営住宅がメインになりますが、それ以外にも住まいにお困りの方、例え

ば高齢者ですとか低所得者、外国人、ひとり親を含めて様々な方の支援に取り組んで

いるところです。具体的には、そういう方々の入居を受け入れるセーフティーネット

住宅を増やしていく。あと、それらの一部についても家賃補助ができるように、これ

は大家さんのご理解を頂くのが難しいのですが、増やしていけるよう取り組んでいる

ところでございます。さらに、住宅は、市営住宅、セーフティーネット住宅等、様々

な公的な賃貸住宅がございますが、やはりそれぞれの方に合った住宅を提供できるよ

うに相談対応、相談業務に力を入れているところでございます。 

久能代理：マザーズハローワークの久能です。先ほどアンケートを見ていたのですが、私どもマ

ザーズハローワークを知らなかったという方がまだいらっしゃることもよく分かりま

した。マザーズと言われてしまうので、ひとり親家庭の方はほとんどが母子家庭の方

で、またはこれから離婚される方の相談が非常に多い状態です。そしてまた、平日日

中の時間帯に開庁しているものですから、利用者の制限がかなりあるのではないかと

思っています。ただ、横浜駅徒歩７分のところにある横浜ＳＴビルという中に入って

いますけれども、県内で唯一、土曜開庁・夜間開庁を行っているハローワークプラザ

というところがございまして、そちらは、日中はパートで働きながら、もう少し収入

が欲しい、もう少し働き方を考えたいという方が利用しておりまして、母子家庭の方

も父子家庭の方もいらっしゃっているのが特徴です。今日はジョブスポットの関係の

お話もありましたけれども、具体的に横浜市さんが一緒にやっていることもございま

すので、今後も働く、特にハローワークは仕事に関する、就職に関することになりま

すが、いろいろな面で連携していきたいと思っております。 

      今どんな人が来ているか、専門のひとり親の支援員がいますので聞いてきたとこ

ろ、やはり外的要因が非常に多く、すぐ就職できない方が結構いらっしゃるというの

が現実としてありました。お父様やお母様と同居していて、働きたいんだけれどもい

つも頼んでいると親にいろいろ言われてしまうので、子どもと一緒に独立したいけど

なかなか収入面や職場にどれぐらい理解が得られるか、先ほどのアンケートにもあり

ましたけれども、親に頼んでいた家事の部分が一人になることでより大変になってく

るという覚悟も必要ですし、周りの方のサポートが必要だという話を聞いてきまし

た。また今後、ハローワークのほうにご相談があったときには、今日いらっしゃって

いる委員の皆様のいろいろな機関と合わせてご支援、サポートできればと思っており

ます。引き続きよろしくお願いいたします。 

事務局： 次回の会議につきましては、10月の中旬頃を予定しております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

閉会 

資料 資料１   横浜市ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会委員名簿 

資料２   横浜市ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会運営要綱 
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第１章 計画策定の趣旨

１ 計画の位置づけ 

本計画は、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、 

「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」及び国の 

「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置 

に関する基本的な方針」（以下：「国基本方針」としま 

す）などとの整合性を図り、母子及び父子並びに寡婦福 

祉法第12条に規定する自立支援計画として、ひとり親の 

自立支援に向けた取組に対する本市としての基本方針、 

基本目標や具体的計画を定めるものです。 

本市では、ひとり親家庭等の施策が総合的かつ計画的 に展開するよう、平成15

年度から、それぞれ５か年間の「ひとり親家庭自立支援計画」を策定し、総合的な支

援施策を推進してきました。※ 

第５期計画は、第４期計画が終了するにあたり、 

・ ひとり親世帯アンケート調査

・支援者・当事者団体及びひとり親家庭のこどもへのヒアリング等の実施

・ 有識者や関係者で構成する「ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会」での検討

・ 子ども・子育て会議での意見聴取

・ 市民意見募集

を行い、策定します。

※第4期計画は当初、平成30年度から令和4年度までを対象期間として策定されましたが、

上位計画である「第2期横浜市子ども・子育て支援事業計画」及び令和2年に改定された

国基本方針との整合を図ることの観点から、計画の一部改定を行い、期間を令和6年度

末まで2か年延長しました。

２ 計画の期間 

  本計画は、令和７年度から令和11年度までの５か年とします。 

３  計画の経緯及び第４期計画における主な取組 

平成 14年 3月 母子家庭等自立支援対策大綱 

11月 母子及び寡婦福祉法改正 

＊都道府県等の自立促進計画策定について規定が設けられる 

平成 15年 4月 国の基本方針（対象期間：平成 15年度～平成 19年度） 

＊母子家庭施策の総合的な展開 

＊自立支援計画の基本となるべき事項 

平成 16年 3月 横浜市母子家庭等自立支援計画（平成 15年度～平成 19年度） 

児童扶養手当中心の支援から、就

業・自立に向けた総合的な支援へ

横浜市子どもの貧困 

対策に関する計画 
横浜市男女共同参画 

行動計画 

横浜市地域 

福祉保健計画 
横浜市子ども・子育

て支援事業計画 

横浜市ひとり親家庭自立支援計画 

横浜市中期計画 
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平成 20年 4月  国の基本方針（対象期間：平成 20年度～平成 24年度） 

＊①子育て・生活支援策 ②就業支援策 ③養育費の確保策 

④経済的支援策 の総合的支援を実施

＊就業支援及び養育費確保策（相談機能）を強化 

平成 21年 3月  横浜市母子家庭等自立支援計画（平成 20年度～平成 24年度） 

平成 24年 4月  民法等の改正法施行 

＊離婚の際の親子の面会交流、子の監護に要する費用の分担の明確化 

平成 25年 3月  母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法施行 

＊雇用機会の拡大、母子・父子福祉団体等の受注機会の増大等 

国の基本方針の対象期間の延長 

（平成 25年 3月に対象期間の見直しを行い、終期を平成 26年度に延長） 

平成 26年 1月  子どもの貧困対策の推進に関する法律施行 

平成 26年 2月  横浜市ひとり親家庭自立支援計画（平成 25年度～平成 29年度） 

平成 26年 8月  子供の貧困対策に関する大綱閣議決定 

平成 26年 10月 母子及び寡婦福祉法改正→母子及び父子並びに寡婦福祉法へ 

＊支援体制の充実、支援施策・周知の強化、父子家庭への支援の拡大 

平成 27年 10月 国の基本方針（対象期間：平成 27年度～平成 31年度） 

＊ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会で示された課

題、法改正事項、子どもの貧困対策に関する状況等を踏まえ以下の新た

な事項を追加。 

①相談支援体制の整備（ワンストップ相談窓口の設置推進、母子・父子

自立支援員等の研修の実施） ②学習支援の推進 ③親の学び直しの支

援 ④在宅就業の推進 ⑤養育費の確保及び面会交流の支援の強化 ⑥

広報啓発の実施等支援体制の充実、支援施策・周知の強化、父子家庭へ

の支援の拡大

平成 30年 3月  横浜市ひとり親家庭自立支援計画（平成 31年度～令和 4年度） 

令和 2年 3月 国の基本方針（対象期間：令和 2年度～令和 6年度） 

＊①ひとり親家庭日常生活支援事業の拡充②ひとり親家庭高等学校卒
業程度認定試験合格支援事業の拡充③母子父子寡婦福祉資金貸付金
の拡充④低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金の支給等、支援
施策の拡充等 

令和 3年 3月 非正規雇用労働者等に対する緊急支援策 

令和 5年 3月    横浜市ひとり親家庭自立支援計画の改定（平成 31年度～令和 6年度） 

令和 5年 12月  こども大綱閣議決定 

令和 6年 5月   民法等の改正法（父母の離婚後等の子の養育に関する見直し）成立 

子どもの貧困が社会問題化

父子への支援拡充

共同親権の法制化 
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第４期計画（平成 30～令和６年度）期間内に実施した主な取組内容 

＜国＞国制度 ＜市＞本市独自制度 

年度 計画における分野 取組内容 

平成

30 
養育費確保の支援 

養育費セミナー：実施回数の増（年４回→年６回） 

令和

元 
相談・情報提供 

父子家庭の交流事業：父子がともに参加できるイベントを開催するなど、父子家

庭の父どうしの交流の機会をつくる事業を開始＜市＞ 

令和

２ 

こどもへの 

サポート

思春期・接続期支援事業：中学１年生の子を持つひとり親家庭を対象に、子への

学習支援（家庭教師の派遣）と親への相談支援を実施＜市＞ 

相談・情報提供 
ＳＮＳの活用：ひとり親サポートよこはまでＬＩＮＥアカウントを開設し、就労

支援、ひとり親サロン等催事の情報提供を開始＜市＞

経済的支援 
ひとり親世帯フードサポート事業：フードバンク等から提供を受けた食品の配

布会を、各区月１回程度実施する事業を開始＜市＞ 

令和

３ 

就業の支援 

高等職業訓練促進給付金：対象講座の拡充（受講期間１年以上→６か月以上、情

報関連資格取得講座等の追加）＜国＞ 

経済的支援 住宅支援資金貸付事業：新規実施＜国＞ 

養育費確保の支援 
養育費確保支援事業：公正証書等による養育費の取り決めや、養育費保証契約の

締結に要した費用の助成を開始＜国＞ 

相談・情報提供 
ひとり親の親講座：ひとり親家庭の親または離婚を検討中の親を対象に、離婚が

子に与える影響や、離婚に関わる法律知識などを学べる講座を新規実施＜市＞ 

令和

４ 
就業の支援 

自立支援教育訓練給付金：専門実践教育訓練給付金の支給上限額を増額(１年あ

たり 20万円→40万円)＜国＞ 

高卒認定試験合格支援事業：受講開始時補助金の支給制度を追加＜国＞ 

令和

５ 

生活の支援 日常生活支援事業：利用者負担を最大 300円から０円に無償化＜市＞ 

こどもへの 

サポート

思春期・接続期支援事業：利用者の定員を 80名から 100名に増員＜市＞ 

就業の支援 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業：支給上限額を引き上げ＜国＞ 

令和

６ 

こどもへのサポー

ト・経済的支援

ひとり親家庭受験料補助事業：高校３年生の児童がいる児童扶養手当受給世帯

に対し、大学等の受験料を補助＜国＞ 

就業の支援 

自立支援教育訓練給付金事業：対象要件である児童扶養手当受給相当の所得要

件を撤廃、専門実践教育訓練の対象講座の修了後１年以内に資格取得等し、就職

等した場合、受講費用の 25％（上限年間 20万円）を追加で支給（最大 85％の支

給）＜国＞ 

こどもへの 

サポート

思春期・接続期支援事業：子への学習支援期間を３か月から６か月に拡充＜市＞ 

※ひとり親サポート

よこはま実施事業

※ひとり親サポート

よこはま実施事業

※市社協実施事業
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■ 本計画における用語の定義

・母子家庭

母と２０歳未満の児童がいる世帯で、同居の親族がいる場合を含みます。（児童扶養

手当は１８歳の３月末までの児童を対象にしていますが、本計画においては「母子及び父子並

びに寡婦福祉法」に従い２０歳未満の児童を扶養する世帯を対象とします。） 

・父子家庭

父と２０歳未満の児童がいる世帯で、同居の親族がいる場合を含みます。

・寡婦

かつて母子家庭の母であって、こどもが成人し、現在も配偶者のない状態にある方

・ひとり親家庭

母子家庭・父子家庭・寡婦

■ 引用している調査

①「横浜市ひとり親世帯アンケート調査（令和５年度)」（以下、「本市調査」）

  対象：父又は母と２０歳未満の児童がいる世帯で、同居の親族がいる場合を含む 

②「全国ひとり親世帯等調査(令和３年度)」<厚生労働省実施>（以下、「全国調査」） 

   対象：父又は母と２０歳未満の児童がいる世帯で、同居の親族がいる場合を含む 

③「国勢調査 (令和２年)」<総務省実施>

対象：父又は母と２０歳未満の児童のみの世帯 

■ 特に注記のない統計数字及びグラフは本市調査によります。
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第２章 ひとり親家庭の現状と課題                   

１ 社会的背景 
 

 （１）物価上昇を背景にした困窮状況 

 

ロシアによるウクライナ侵略を背景とした国際的な原材料価格の上昇に加え、

円安の影響などから、日常生活に密接なエネルギー・食料品等の価格が上昇し

ており、日本経済を取り巻く環境には厳しさが増しています。また、食費等の

物価上昇は、実質賃金の大きな下押しとなっており、比較的所得が低いひとり

親家庭は影響を特に受けやすい状況にあります。 

こうした中、本市においても、物価高騰の影響を受けたひとり親家庭等に対

し、「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」、「電力・ガス・食

料品等価格高騰緊急支援給付金」等の必要な施策を講じてきました。 

物価高騰の影響を受けているひとり親の安定した生活を支える観点から、そ

の実情を踏まえた生活の支援を行う必要があります。 

 

 （２）ＤＶや児童虐待、親またはこどもの疾病や障害などの複合的な課題 

 

    ひとり親家庭は、世帯全体として、ＤＶ、児童虐待、疾病、障害などの複合的

な課題を抱えている場合があり、ひとり親家庭を対象とした支援施策を適切に

活用することが必要です。 

こうした、ひとり親家庭における世帯全体の複合的な課題については、家庭の

みの責任とするのではなく、地域や社会全体で課題を解決するという意識を強

く持ち、こどものことを第一に考えた適切な支援を包括的かつ早期に講じるこ

とが重要です。 

 

 （３）住宅確保に向けた支援 

 

    ひとり親家庭、特に母子家庭の住宅確保に向けた現状については、持ち家率

が低く、民間賃貸住宅に居住し、家賃を負担している場合が多くなっています

が、所得の低さから、家賃の負担が家計に重くのしかかっていると考えられま

す。一方、ひとり親家庭が仕事と子育てを両立するためには、職場や、こどもの

保育園や学校等と近く、便利な場所に住む必要があるため、生活費を圧迫しな

い程度の住居費負担となる住宅の確保が課題です。 

本市においては、住宅の確保について、市営住宅の申込時の優遇や住まいの

確保に関する相談支援等を行っていますが、安定した住環境で生活できるよう、

更なる支援策が求められています。 

 

（４）共同親権の法制化と養育費確保及び親子交流支援   

 

   令和６年３月に、政府は離婚時の共同親権導入を含む民法改正案を閣議決定

し、国会において、５月に可決、成立しました。当該改正案は、「公布の日か

ら起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と

あるため、令和８年までに施行される予定です。 
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   離婚後の共同親権の導入により、「婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子

に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格

を尊重し協力しなければならない」とされるため、養育費の確保、親子交流及

び各種支援等について、こどもにとってより望ましい方向にすすむよう、制度

の啓発や相談支援の取組を進めていく必要があります。 

   一方で、ＤＶや虐待など「子の利益を害する」場合は、必ず単独親権としな

ければならないこと、共同親権の場合でも急迫の事情がある場合には単独で親

権を行使できることが定められています。 

    今後制定される、こどもと同居するなど一方の親だけで決定できる「急迫の

事情」や「日常の行為」について周知するガイドラインを踏まえて、適切な親

権行使を支援できるよう相談支援の取組を強化していくことが必要です。 

 

（５）国によるひとり親家庭を対象とする支援の拡充 

 

国は、こどもの貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、こどもの学習支

援、生活支援を強化し、子育てと仕事を1人で担わざるを得ない、ひとり親家庭

が抱える様々な課題に対応するため、児童扶養手当の拡充のほか、就業支援、

養育費確保支援などを多面的に強化してきました。また、収入増加により児童

扶養手当所得制限水準を超過した場合であっても、自立のタイミングまで支援

を継続することで、より一層ひとり親の自立支援を図るため、令和６年度には、

ひとり親支援にかかる事業の対象者要件（児童扶養手当相当の所得要件）を見

直しました。 

本市においても、国の流れを踏まえて、今後の自立支援施策を検討する必要

があります。 

 

（６）こどもの意見の反映・こどもに向けた施策推進 

 

   令和５年４月に施行された「こども基本法」では、全てのこどもについて、

その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優

先して考慮されることが基本理念として掲げられるとともに、国や地方自治体

がこども施策にこども・若者などの意見を反映する措置を講ずることが義務付

けられています。 

また、同年 12 月に閣議決定された「こども大綱」では、全てのこども・若

者が、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイン

グ）で生活を送ることができる社会、「こどもまんなか社会」の実現を目指す

ことや、こども施策に関する基本的な方針として、こども・若者を権利の主体

として認識し、その多様な人格・個性を尊重することや、こどもや若者、子育

て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながらともに進めていくこ

との重要性が明記されています。 

このことを踏まえて、本計画におけるこどもへの施策については、こどもの

年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先し

て考慮されるよう、ひとり親のこどもの気持ちに寄り添い、意見を受け止めな

がら、施策を進めていくことが重要です。 
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２ ひとり親家庭の現状 
 

 （１）ひとり親家庭の数 

 

   本市のひとり親家庭の数は、令和２年の国勢調査によると22,635世帯で、内訳

は母子家庭19,481世帯、父子家庭3,154世帯となっています。ただし、この世帯

数は、ほかの家族等との同居も含めた数値です。 

母親又は父親と20歳未満の児童からなる世帯の数は、16,785世帯で、内訳は母

子家庭14,842世帯、父子家庭1,943世帯となっています。 

   令和５年度本市調査によると、ひとり親家庭になった理由は、全体では、離婚

が73.8％、死別が14.4％、未婚が6.6％、母子家庭では、離婚が77.2％、死別が9.

1％、未婚が8.5％、父子家庭では、離婚が62.7％、死別が31.3％、その他が0.5％

となっています。   

 

＜参考＞ 

    母又は父と 20歳未満の児童がいる世帯（同居の親族がいる場合を含む。） 

（単位：世帯） 令和２年 平成 27年 平成 22年 

母子世帯 19,481 22,803 24,311 

父子世帯 3,154 3,588 4,566 

合  計 22,635 26,391 28,877 

 

    母又は父と 20歳未満の児童がいる世帯（ほかの家族との同居なし） 

（単位：世帯） 令和２年 平成 27年 平成 22年 

母子世帯 14,842 17,600 18,401 

父子世帯 1,943 2,124 2,742 

合  計 16,785 19,724 21,143 

 

 （２）ひとり親家庭の世帯状況について 

 

      令和５年国民生活基礎調査によると、稼働収入については、「児童のいる世帯」

750万円に対して、本市調査によると、母子家庭は329万円、父子家庭は661万円と

なっていて、母子家庭・父子家庭共に低く、特に母子家庭が著しく低いことが分

かります。 

年間の世帯総収入（児童扶養手当、養育費等を含む）の全体平均は473万円（前

回432万円）ですが、母子家庭の平均収入は401万円（前回361万円）、父子家庭の

平均収入は694万円（前回643万円）となっています。 

母子家庭・父子家庭ともに、収入は前回の平成29年度調査から増加しています

が、母子家庭のみでは約5割が400万円未満となっています。 

住居の状況は、「賃貸住宅」は、母子家庭で44.4％、父子家庭で28.4％、「自

身の名義の持ち家」「本人以外の名義の持ち家」は、母子家庭で52.8％、父子家

庭で70.1％となっていますが、令和４年国民生活基礎調査によると、児童のいる

世帯のうち、「持ち家」は72.3％、「賃貸住宅」は19.7％となっており、母子家

庭、父子家庭ともに、「賃貸住宅」の比率が高くなっています。 
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【図１ 母子家庭及び父子家庭の年間の世帯総収入及び稼働収入（就労収入）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図２ 母子家庭及び父子家庭の住居の状況】 

 
    

 （３）ひとり親家庭の親について 

 

ひとり親家庭の母又は父の平均年齢は、母親43.7歳、父親48.3歳、ひとり親に

なった時の年齢は、母親36.7歳、父親43.1歳となっています。 

家族や親族等との同居について、「いる」は28.0％にとどまっています。「同

居している人」については、「父母」が81.4％と多くなっています。  
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2.8%
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0.6%
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1.4%

1.6%

0.8%
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平成29年度

n=736
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n=646

あなた名義の持家 あなた以外の名義の持家 民間の賃貸住宅

市営・県営住宅 公団住宅 会社の社宅・公務員住宅等

その他 無回答

母子家庭

49.4%

55.2%

18.8%

14.9%

22.9%

22.9%

2.9%

2.5%

1.2%

3.0%

2.0%

0.5%

1.6%

1.0%
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平成29年度

n=245
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あなた名義の持家 あなた以外の名義の持家 民間の賃貸住宅

市営・県営住宅 公団住宅 会社の社宅・公務員住宅等

その他 無回答

父子家庭
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 （４）ひとり親家庭のこどもについて 

 

   ひとり親家庭のこどもの人数は、「1人」が53.8％、「2人」が34.9%、「3人」

が9.7％、「4人」が1.4%となっています。また、母子家庭のこどもの数は平均1.

60人で、父子家庭では1.55人となっています。 

   こどもの就学・就業状況は、「7-12歳（小学生）」のこどもがいる世帯が28.4％

で最も多く、次いで「16-18歳」が23.7％となりました。「0-6歳（小学校入学前）」

のこどもは12.0％ですが、母子家庭では13.5％、父子家庭では6.8％となってお

り、母子家庭では未就学の子がいる割合がやや高くなっています。 

 

 （５）ひとり親家庭になったときに困ったこと 

 

   ひとり親家庭になったときに困ったこととして、「生活費が不足している」が

59.4％で、次いで「炊事洗濯等の日常の家事が十分にできない」が47.1％となっ

ています。 

   母子・父子家庭別にみると、母子家庭は父子家庭に比べ、「生活費が不足して

いる」の割合が高く、父子家庭では母子家庭に比べ、「炊事洗濯等の日常の家事

ができない」の割合が高くなっています。 

   また、本市調査の回答時点現在で困っていることについて、「生活費が不足し

ている」については、41.6％と多くの人が挙げており、ひとり親となって時間が

経過しても困っていることがわかります。一方、「炊事洗濯等の日常の家事がで

きない」については、母子家庭では、ひとり親になったときは46.0％、調査回答

時点は23.4％、父子家庭では、ひとり親になったときは50.7％、調査回答時点で

は26.4％と時間の経過により減少する傾向があります。 

 

 （６）福祉制度の認知・利用希望 

 

   ひとり親に関する福祉制度の認知状況については、「児童扶養手当」が85.8％、

「ひとり親家庭等医療費助成」が73.7％と認知度が高くなっています。 

しかし、「思春期・接続期支援事業（中学１年生への家庭教師派遣）」、「養

育費取り決め文書作成、養育費保証契約締結への補助金」、「ひとり親の親講座」、

「父子交流事業（シングルファザーのしゃべり場）」、「夜間電話相談」の認知

度は１割以下と低くなっています。 

また、今後利用したい制度については、「無料法律相談」の37.5%といった養育

費や親権等に関すること、「ひとり親サポートよこはま」の35.4％や「母子・父

子家庭自立支援教育訓練給付金」の34.2％といった就業支援に関すること、「思

春期・接続期支援事業（中学１年生への家庭教師派遣）」の31.4%といったこども

への学習支援に関することなどへの希望が高い状況となっています。 
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３ ひとり親家庭の課題状況 

 

（１）子育てや生活支援 

 

  ひとり親家庭の末子の年齢は、乳幼児及び学齢期が多く、日々の生活において

の家事の援助や保育や放課後児童施策等の子育て支援が必要となっています。 

  本市調査における就職や求職時に求める支援策は、「放課後キッズクラブ、は

まっ子ふれあいスクールや学童保育が充実すること」が26.9％、「延長保育、休

日保育、病児後保育が充実すること」が21.0％、「仕事を探したり、受講、通学

時などに一時的にこどもを預かってもらうこと」が19.8％となっています。就業

支援のため、乳幼児の保育及び学齢期の児童の放課後の居場所の充実は重要です。 

育児等の協力を期待できる親族との同居は、28.0％であり、ひとり親家庭にな

った時に困ったこととして、「炊事洗濯等の日常の家事が十分にできない」が47.

1％と、ヘルパー派遣等による家事支援に対するニーズが高い傾向にあります。 

また、親はひとりで就労、家事、育児を行うため、時間に追われる感覚をより

抱きやすい状況にあるため、日常生活において、追われる感覚の軽減を感じられ

る施策が必要です。 

本市調査やヒアリングにおいては、家事・育児以外にも、親または子の疾病や

障害など、様々な困難を抱えて悩んでいるとの回答がありました。 

  また、ひとり親となった母子家庭には、ＤＶ被害へのケアや養育支援が必要な

世帯がおり、母子生活支援施設において専門スタッフによる自立支援や施設退所

後の継続したケアも必要です。支援者へのヒアリングでは、親の身体的・精神的

負担の軽減のためのレスパイト（休養）や一時保育の充実が必要であるとの課題

認識をいただいています。 

  ひとり親家庭は社会的に孤立しやすく、親がひとりで困難を抱えてしまう傾向

にあると言われているため、当事者同士のつながりで悩みを共有し、不安を解消

していくことができる、民間支援や地域のつながりなどの多面的なアプローチが

重要です。しかし、当事者団体の存在があまり知られていないほか、父子家庭に

おいては、第三者への相談や当事者同士で話すことへの心理的障壁を持ちやすい

課題があり、さまざまなアプローチを続ける必要があります。 

 

（２）就業の支援 

 

令和５年度本市調査によると、本市のひとり親の就業率は、母子家庭が89.8％

（前回86.3％）、父子家庭が93.0％（前回89.4％）と前回調査より、高くなって

います。 

また、母子家庭の母の就業形態は「正社員・正規職員」が51.6％（前回44.6％）

と前回調査より増加しているものの、「パート・アルバイト」29.1％（前回34.6％）、

「嘱託・契約社員・準社員・臨時職員」7.9％（前回9.0％）、「人材派遣会社の

派遣社員」2.9％（前回5.0％）を合わせた非正規職員も約５割となっています。 
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さらに、母子家庭は34.5％、父子家庭は17.6％の方が、よりよい就労に向けて

転職をしたいと考えています。 

近年、テレワークやフレックスタイム制度等を活用した就業形態の多様化が進

んでおり、制度の利用を希望されるひとり親が増えてきています。 

本市調査の自由意見やヒアリングからも「こどもとの時間をとりたい」「在宅

ワークであれば残業もできるため、収入を増やせる」「こどもや自分の病気の時

に有休を認める制度が欲しい」など、多様な働き方や制度拡充を希望するひとり

親は多くなっています。 

子育てと就労の両立を支援するためにも、親またはこどもの健康状態やこども

の年齢に応じ、ワークライフバランスも視野に入れ、仕事に必要な知識や資格の

取得支援や、生活条件に合う仕事のあっせん、希望する職業や就業形態が選択で

きる支援の仕組みなど、個々の状況に合わせたきめ細かな、伴走型の支援が求め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     母子家庭の就業率             父子家庭の就業率 

【図３ ひとり親家庭における就業率】 
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平成29年度

n=736

令和5年度

n=646

している していない 無回答

89.4%

93.0%

8.2%

7.0%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

n=245

令和5年度

n=201

している していない 無回答
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母子家庭の就業形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父子家庭の就業形態 

【図４ ひとり親家庭における就業形態】 

 

 

（３）経済的支援 

 

  令和５年度本市調査において、家庭の現在の暮らし向きを尋ねたところ「大変

苦しい」「やや苦しい」という回答が合計で52.5％にのぼりました。母子家庭・

父子家庭ともに、ひとり親家庭になった時から現在に至るまで引き続き、生活費

が不足していると感じている方が多いことから、経済的支援はひとり親家庭の生

活を守る大変重要な支援です。 

  また、ひとり親の就労収入は増加していますが、児童扶養手当の受給額の減額

44.6 

51.6 

9.0 

7.9 

34.6 

29.1 

5.0 

2.9 

5.0 

4.8 

0.3 

0.3 

0.5 

1.7 

0.8 

1.2 

0.2 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

n=635

令和5年度

n=580

正社員・正規職員 嘱託・契約社員・準社員・臨時職員 パート・アルバイト

人材派遣会社の派遣社員 自営業主（商店主・農業など） 自家営業の手伝い

会社などの役員 その他 無回答

66.2 

75.4 

7.8 

2.7 

2.7 

3.7 

0.5 

1.1 

13.2 

8.0 

0.0 

0.0 

8.2 

8.0 

1.4 

0.5 
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0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度

n=219

令和5年度

n=187

正社員・正規職員 嘱託・契約社員・準社員・臨時職員 パート・アルバイト

人材派遣会社の派遣社員 自営業主（商店主・農業など） 自家営業の手伝い

会社などの役員 その他 無回答
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や停止が心配で、働き控えを考える方もいます。また、児童扶養手当の支給停止

により、手当と連動した様々な支援策から外れることも、ひとり親家庭の負担に

なっています。 

  児童扶養手当等の経済的支援策は国の制度において行われていますが、就業支

援や養育費確保支援など、世帯収入の増加につながる多面的な支援も求められて

います。   

 

（４）養育費確保の支援 

 

  離婚等によりひとり親家庭となったこどものために支払われるべき養育費に

ついて、「子によって違う」を含めて、「養育費の取り決めをしている」と回答

した母子家庭は52.3％（前回47.2％）、父子家庭は36.3％（前回34.3％）と半数

近くの世帯で取り決めをしていません。また、受領状況について「現在も受けて

いる」は母子家庭で36.5％、父子家庭で7.2％、「受けたことがあるが現在は受け

ていない」は母子家庭で15.3％、父子家庭で5.1％となっています。 

  養育費の取り決め率が低い要因としては、「相手と関わりたくない」「相手に

支払う意思がないと思った」「相手に支払う能力がないと思った」「取り決めの

交渉がわずらわしい」といった理由から、養育費の確保に消極的になっているこ

とがうかがえます。 

  こどもの養育は、親権の有無に関わらずその責務は両親にあり、別居している

親も養育費を負担し、扶養義務を果たす必要があります。こどもの健やかな育ち

のためにも、必要な養育費をしっかり確保することが必要です。 

  本市においては、母子家庭等就業・自立支援センターにおける相談や、養育費

セミナー等の開催等による啓発の取組を行ってきました。また、令和３年度から

①公正証書の作成や調停により、養育費の取り決めを行う際の費用を補助する、

②養育費保証契約の契約時費用を補助する、２つの方法による養育費確保支援事

業を開始しました。さらに、令和６年度から、ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続き）

や弁護士費用への補助を実施しています。 

  事業の着実な実施により、ひとり親家庭の経済的困窮を防ぎ、こどもの健やか

な成長を後押しすることが求められています。 
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【図５ 母子家庭及び父子家庭の養育費の取り決めの有無】 

 

 

（５）相談・情報提供 

 

令和５年本市調査では、「相談できる相手がいる」と回答した母子家庭は63.5％、

父子家庭は42.3％となっています。また、「相談相手が欲しい」と回答した母子

家庭は19.5％、父子家庭は20.4％となっています。 

ひとり親家庭の相談先のひとつとして、当事者同士のつながりでひとり親家庭

ならではの悩みを共有し、不安を解消していくことは有効です。しかし、当事者

団体の存在があまり知られていないことや、父子においては当事者同士のつなが

りそのものが希薄であり、相談相手が見つかりづらいといった課題もあり、今後

支援を充実させていく必要があります。 

また、多くのひとり親が、ひとりで就労、家事、育児を行わざるを得ない状況

にあることを踏まえて、ＳＮＳ等を活用し、時間や場所にとらわれない相談支援

を進めるほか、様々な課題に対して必要な支援につなげることができるよう、相

談支援体制を強化していく必要があります。 
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【図６ 母子家庭及び父子家庭の相談相手の有無】 

 

 

（６）こどもへのサポート 

 

  母子・父子を問わず、親との離死別は、こどもの生活を大きく変化させるもの

であり、そのことがこどもの精神面に与える影響や進学の悩みなど、こどもが成

長していく過程で様々な課題が生じることがあります。 

  親が子育てにあてられる時間がなかなか取れず、親との関わりが少なかったり、

家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行う必要が生じていたり、ＤＶや

児童虐待等により心のケアが必要だったりする場合もあります。 

  また、全国調査等によると、ひとり親家庭のこどもの大学等進学率は、子育て

世帯が83.8％であるのに対して、ひとり親家庭では65.3％となっています。 

こどもへのヒアリングやアンケート調査では、「進路の選択をするときに、学

費のことを考えることはある」といった声もありました。 

  どんな状況にあろうとも、こどもが健やかに成長できるよう、こどもの視点に

立った、こどもへの支援の充実が必要です。 

  そのため、こどもからの相談に応えられる体制の整備や、貧困の連鎖を防ぎ、

将来的に自立した生活が送れるように生活及び学習の支援を行うことが必要で

す。 
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第３章 ひとり親家庭支援の基本方針                

 

１  基本理念 

 

ひとり親家庭の生活の安定・向上及びこどもたちの健やかな成長のため、個々の家

庭に応じた子育て、生活、就業の支援及びこどもへのサポートなど総合的な自立支援

を進めます。 

 

２  支援の視点 

 

基本理念のもと、ひとり親家庭に対して包括的な支援が進むよう、次の３つを、支

援にあたって大切にしたい視点とします。 

 

（１）自立を支援する視点 

     ひとり親家庭の生活の安定に向けた、伴走型の自立支援 

 

（２）こどもの視点 

     こどもに届く支援、こどもの視点に立った支援 

 

（３）地域支援の視点 

     ひとり親家庭やこどもを社会全体で支える地域展開の取組の推進 

  

３  支援における取組の方向性 

 

３つの視点を踏まえ、次の２つの方向性を重視して、取組を進めます。 

 

（１）積極的な情報提供と地域における自立支援の強化 

   多くのひとり親が、ひとりで就労、家事、育児を行わざるを得ない状況にあ

ることを踏まえて、子育て応援アプリ「パマトコ」での情報提供やＳＮＳ相談

等、時間や場所にとらわれない相談支援を進めます。 

   また、当事者同士の交流や仲間づくりを推進するとともに、支援機関・団体

等が相互に連携し、ひとり親家庭が地域の中で見守られながら、自立を目指し

ていけるよう支援します。 

さらに、特に父子家庭が抱える困難に着目した、分かりやすい情報提供や交

流の機会づくりを推進します。 

 

（２）こどもに対する直接的なサポートの充実と意見表明機会の提供 

  親との離死別やＤＶ・児童虐待等により受けるこどもの心理的影響に配慮し

ながら、貧困の連鎖を防ぐため、こども自身が自立に向けた力を身につけられ

るよう、生活・学習の支援を行います。 
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また、養育費の確保支援、こどもの希望を尊重したうえでの親子交流支援な

ど、こどもの視点に立った、こどもが未来へ希望を持てる支援を進めます。 

支援の実施にあたっては、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見

が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるよう、ひとり親のこどもの

気持ちに寄り添い、意見を受け止める相談支援体制づくりを進めます。 

 

４  支援における取組の柱 

 

３つの視点、２つの方向性を踏まえ、次の６つを取組の柱として、具体的施策を推

進します。 

 

（１）子育てや生活支援 

ひとり親家庭が安心して子育てと就業の両立ができるよう、多様な子育てや

保育サービス、適切な住環境の提供など、子育てや生活面での支援を進め、生

活の場の安定を図ります。 

また、地域全体でひとり親家庭を見守ることができるよう、民生委員・児童

委員、自治会町内会、社会福祉協議会等、地域で支援に関わる関係者の方々や、

こどもが日常的に過ごす保育園や幼稚園、小中学校等の協力を得ながら、ひと

り親家庭の課題を理解し、支援につなげる取組を進めるとともに、地域におけ

るつながりづくりにつとめていきます。 

 

（２）就業の支援 

 ひとり親に必要な就業の支援は多様であり、就職活動をこれから始める人か

ら、雇用の不安定さの解消や収入アップのための転職やスキルアップを希望し

ている人もいることから、それぞれの現状と目標に合わせたきめ細かな対応を

行います。 

また、実践的な就職活動への支援が必要な方に対しては、就職活動の仕方か

ら職業紹介まで、一人ひとりの状況に合わせた伴走型の就労支援を、母子家庭

等就業・自立支援センター（ひとり親サポートよこはま）を中心に行います。 

 

（３）経済的支援 

安定した生活を維持し、こどもの育ちを守るため、児童扶養手当、児童手当

やひとり親家庭等医療費助成等の各種制度を着実に実施するとともに、対象と

なる家庭が適切に支援を受けられるように制度の周知を図ります。また、各種

制度が、対象となる家庭の状況により適した運用となるよう、適宜国に要望し

ていきます。 

 

（４）養育費確保の支援 

こどもの養育について、婚姻関係の有無に関わらずその責務は両親にあり、

別居している親も養育費を負担し、扶養義務を果たすことが、令和６年５月の
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民法改正で明記されました。 

養育費の確保が適切になされるよう、個別相談や養育費確保に向けた啓発を

強化するとともに、養育費の取り決め支援を行います。 

 

（５）相談機能や情報提供の充実 

ひとり親家庭のニーズに合った情報や支援制度が、必要とする人に適時適切

に届くよう、相談機能や情報提供を充実させます。 

また、ひとり親家庭の孤立を防ぐために、当事者同士の交流や仲間づくりを

推進するとともに、支援機関・団体等が相互に連携し、ひとり親家庭が孤立せ

ず地域の中で見守られながら、自立を目指していけるよう支援します。 

 

（６）こどもへのサポート 

親との離死別やＤＶ・児童虐待等により受けるこどもの心理的影響に配慮し

ながら、こどもの相談支援を行います。また、貧困の連鎖を防ぐため、こども

自身が自立に向けた力を身につけられるよう、生活・学習の支援を行います。 

さらに、こどもの希望を尊重したうえでの親子交流支援や、こども食堂など

身近な地域における居場所づくりなど、こどもの視点に立ち、未来へ希望を持

てる支援を進めます。 

 

 

  【ひとり親家庭支援の基本方針の体系図】 

基本理念  支援の視点  支援における取組の方向性・柱 
 

ひとり親家庭

の 生 活 の 安

定・向上及び

こどもたちの

健やかな成長

のため、個々

の家庭に応じ

た子育て、生

活、就業の支

援及びこども

へのサポート

など総合的な

自立支援を進

めます 

 1 自立を支援

する視点 

 ２つの方向性 

1 積極的な情報提供と地域における自立支援の

強化 

2 こどもに対する直接的なサポートの充実と意

見表明機会の提供 
 

2 こどもの視

点 

 

６つの取組の柱 

1 子育てや生活支援 

2 就業の支援 

3 経済的支援 

4 養育費確保の支援 

5 相談機能や情報提供の充実 

6 こどもへのサポート 

 

3 地域支援の

視点 
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第４章 支援の具体的事業・取組                                  

 ひとり親家庭自立支援計画事業体系図         

 

 
：第５期計画における新規事業

：ひとり親家庭または

ひとり親家庭に準ずる家庭のみ

対象となる支援

6つの取組の柱

当事者団体・ 関係機関との連携 

㉙　支援者への研修  

　母子家庭等就業・自立支援センター

寄り添い型学習支援事業

　思春期・接続期支援事業

日常生活支援事業（ヘルパーの派遣） 

ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援

就職情報提供・職業紹介・企業啓発

⑪　横浜市中央職業訓練校

自立支援教育訓練給付金事業

横浜子育てサポートシステム  ②　保育所等への優先的な入所

⑭　児童手当

⑮　小児医療費助成

④　母子生活支援施設 子育てりぶいん

⑧　ひとり親家庭の食支援

高等職業訓練促進給付金事業等

⑬　児童扶養手当 ジョブスポット

　放課後学び場事業

①　日常生活への支援

⑨　ひとり親家庭等自立支援給付金事業

２　就業の支援 ⑩　母子家庭等就業・自立支援センター事業

よこはま住まいサポート相談窓口

⑤　児童家庭支援センター セーフティネット住宅

⑦　地域における支援の推進 住宅支援資金貸付

３　経済的支援

１　子育てや生活支援

⑯　ひとり親家庭等医療費助成

⑳　各種減免制度

㉒　生活保護

子育て短期支援事業   

③　住宅確保の支援　 市営住宅申込時の優遇

㉞  こどもの意見を聴く取組の推進　

⑥　こども家庭センター

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

　男女共同参画センター

　区役所

　ひとり親サロン

　ひとり親家庭情報交換事業

父子家庭の交流事業 

　寄り添い型生活支援事業

　大学等受験料等補助事業

６　こどもへのサポート ㉜   親子交流支援事業

㉝  こども食堂など地域の取組支援　

㉓   法律相談

㉛　生活・ 学習支援事業

㉘　当事者同士の交流や仲間づくり  

５　相談機能や情報提供の充実 ㉗　離婚前相談　

㉚   ひとり親のこどもの相談支援

４　養育費確保の支援

㉕　養育費確保支援事業

㉔　養育費についての広報・啓発

㉖　相談・情報提供の充実  

ＪＲ通勤定期割引

保育所等利用における負担軽減

一時保育・乳幼児一時預かり事業の利用料の減免

病児保育・病後児保育事業の利用料の減免

㉑　生活困窮者自立支援

⑫　ﾊﾛｰﾜｰｸとの連携強化・雇用の促進

⑲　特別乗車券交付事業

マザーズハローワーク

⑰　就学援助

⑱　母子父子寡婦福祉資金の貸付

就職支援講座

就労相談

水道料金等の減免

粗大ごみ処理手数料の減免

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援 ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援

ひとり親支援
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１ 子育てや生活支援 
  

日常生活への支援  
 
● 日常生活支援事業（ヘルパーの派遣） 

ひとり親家庭の親が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一

時的に生活援助や子育て支援が必要な場合に、家庭生活支援員（ヘルパー）を派遣します。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

● 子育て短期支援事業 

保護者の疾病や疲労等の理由により、一時的に児童の養育が困難になった場合、児童家庭支援

センターでこどもを預かります。 

（担当部署：こども青少年局こどもの権利擁護課） 

● 横浜子育てサポートシステム 

地域ぐるみでの子育て支援を目指し、こどもを預かって欲しい人とこどもを預かる人に会員登

録をしていただき、会員相互の信頼関係のもとに行うこどもの預け・預かりをサポートします。 

また、ひとり親家庭等においては、利用料の一部を助成します。 

（担当部署：こども青少年局地域子育て支援課） 

 

    保育所等への優先的な入所   

 

未就学児のいる世帯が、安心して就労・求職活動等が行えるよう、保育所等入所時の優先度を

アップします。 

（担当部署：区福祉保健センター及びこども青少年局保育・教育認定課） 
 

住宅確保の支援 
 
● 市営住宅申込時の優遇 

市営住宅申込時の当選率を一般より優遇し、また子育て世帯に限定した募集区分を設けます。 

（担当部署：建築局市営住宅課） 

● 子育てりぶいん   

18 歳未満のこどもがいる世帯が安心して入居できるよう、横浜市が認定した子育て環境に適し

た賃貸住宅に対し、家賃補助を行います。            

 （担当部署：建築局住宅政策課） 

 

 

 

 

 

１ 

ひとり親支援 

２ 

３ 
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● セーフティネット住宅 

子育て世帯や高齢者、障害のある方、所得の低い方など住まいの確保にお困りの方の入居を受

け入れる住宅として登録された住宅を供給しています。 

さらに一定の要件を満たす住宅に対しては、家賃や家賃債務保証料等の補助を行い、入居者の

経済的な負担軽減を図ります。 

（担当部署：建築局住宅政策課） 

● よこはま住まいサポート相談窓口 

住まいの確保にお困りの方などからの相談に対して、家賃の一部を補助する各種制度住宅等の

紹介や福祉支援機関の案内などを行うことにより、相談者の個々の状況に応じた支援を実施しま

す。 

（担当部署：建築局住宅政策課） 

● 住宅支援資金貸付 

児童扶養手当受給者または同等の所得水準にあり、生活保護受給者でないひとり親で、就労支

援計画の策定を受け自立に向けて意欲的に取り組む方に対し、住宅資金（家賃）を 1 か月最大 4
万円、最長 12 か月まで貸し付ける事業を実施しています。就労や収入の向上を達成した状況が

12 か月間継続した場合は、返済が免除されます。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課［※事業主体は横浜市社会福祉協議会］） 

 
 

母子生活支援施設 《対象：母子》 
 

18 歳未満のこどもを養育している母子家庭、または母子家庭に準じる世帯で、様々な事情から

支援を必要としている場合に、こどもと一緒に入所できる施設です。母子が、自立した生活を送

ることができるよう、日常生活や就労、子育て等の支援を行います。 

母子生活支援施設利用者が退所後においても安定した生活を送ることができるよう、自立支援

担当職員を配置し、退所後も、世帯訪問及び電話相談等のアフターケアを行います。 

（担当部署：こども青少年局こどもの権利擁護課） 

 
 

児童家庭支援センター 
 

児童福祉法に基づく児童福祉施設として、子育てに悩む保護者や地域の支援者の方や、こども

たちの悩みの解決に向け、専門的な相談や子育て短期支援事業、地域交流イベントなどによる支

援を行います。 

（担当部署：こども青少年局こどもの権利擁護課） 

 

 

 

 

ひとり親支援 ４ 

５ 

ひとり親支援 
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こども家庭センター 
 

「こども家庭センター」機能を区こども家庭支援課に段階的に設置し、全ての妊産婦、子育て

世帯、こどもへの包括的な相談支援を強化し、こどもや子育て当事者のニーズにあった支援計画

（サポートプラン）の作成や、地域における子育て支援の基盤づくりを行います。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

 

地域における支援の推進  
 

ひとり親家庭が孤立せず暮らしやすい地域となるように、民生委員・児童委員の活動や、社会

福祉協議会、地域子育て支援拠点などの地域の方々による支援とともに、関係者にひとり親家庭

の生活の困難さ等への理解を深める啓発につとめ、地域でひとり親を支える機運を高めていきま

す。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

 

ひとり親家庭の食支援（フードサポート事業） 
 

物価高騰等の影響により困窮に陥りやすいひとり親世帯に対し、フードバンク等から提供され

た食料品を配布する活動を支援します。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

６ 

７ 

８ ひとり親支援 
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２ 就業の支援 

 
ひとり親家庭等自立支援給付金事業 

 
● 自立支援教育訓練給付金事業 

主体的な能力開発の取組を支援することで、ひとり親家庭の自立を促進するため、教育訓練の

対象講座を受講する場合、費用の一部を支給します。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

● 高等職業訓練促進給付金事業・高等職業訓練促進資金貸付事業 

看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するため養成機関で修業する場合に、４年を上限

に修業期間中の生活の負担を軽減するため、生活費を支給します。また、高等職業訓練促進給付

金受給者に対する就学準備金等の貸付や、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に

向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者等に対し、住居の借上げに必要となる住宅支

援資金の貸付を行います。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

● 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

 ひとり親家庭の親又は子の学び直しを支援することにより、より良い条件での就職や転職に向

けた可能性を広げ、安定した雇用につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための

講座を受講する場合に、費用の一部を支給します。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

 

母子家庭等就業・自立支援センター事業   
 
● 就労相談 

就労支援員が、児童扶養手当を受給されているひとり親に対し、区役所相談窓口に出向き、マ

ンツーマンで相談を受け、一人ひとりに合わせた就労支援計画や書類の作成の支援をするほか、

電話相談を行う等きめ細かに求職活動を支援します。就職後も定着支援や、より経済力を向上さ

せるような職に転職するための支援等も行います。また保育の問題等、就労以外の相談について

も区役所と連携しながら対応します。 

（担当部署：区福祉保健センター及びこども青少年局こども家庭課） 

● 就職情報の提供・職業紹介・企業啓発 

行政機関及び民間等からの求人情報を提供し、希望者へはあっせんも行います。また、事業主

に対し、ひとり親の雇用に理解と協力を求めるため、啓発活動を行います。 

 （担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

● 就職支援講座 

ひとり親の就職に有用な技能講座（介護職員初任者講座等）を開催します。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

 

ひとり親支援 

ひとり親支援 

９ 

１０ 
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横浜市中央職業訓練校   
 
これから就職や転職をしようとしているひとり親家庭の親に、就職に役立つ知識や技術を身に

付けるための職業訓練、就職支援を行います。 

（担当部署：横浜市中央職業訓練校） 

 
ハローワークとの連携強化・雇用の促進   

 
求人情報の迅速・円滑な提供と、効果的な指導が受けられるよう、ハローワークとの連携を強

化し、雇用を促進します。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課及び健康福祉局生活支援課）  

● マザーズハローワーク  

求職活動の準備が整い、かつ具体的な就職希望を有する子育て女性等に対する就職支援サービ

スの提供を図ります。 

● ジョブスポット   

横浜市とハローワークが連携し、区役所に就労支援窓口であるジョブスポットを設置し、ひと

り親家庭を含む生活困窮世帯への就労を支援します。 

 

１１ 

１２ 
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３ 経済的支援 

 

     児童扶養手当 
 
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていないこどもを養育している母、父等に手当

を支給します。 

★令和６年 11 月分から所得制限限度額の引上げ及び第三子加算を拡充 

（担当部署：区福祉保健センター及びこども青少年局こども家庭課） 

 

     児童手当 
 
18 歳になって最初の３月 31 日までの児童を養育している方に児童手当を支給します。 

★令和６年 10 月分から支給対象児童を高校生年代まで拡充し、所得制限を撤廃 

（担当部署：区福祉保健センター及びこども青少年局こども家庭課） 

 

     小児医療費助成 
 
健康保険に加入しているお子さんが医療機関で受診したときに、保険診療の自己負担額を助成

します。 

 （担当部署：区福祉保健センター保険年金課及び健康福祉局医療援助課） 
 

     ひとり親家庭等医療費助成 
 
健康保険に加入している母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の方が医療機関で受診した

ときに、保険診療の自己負担額を助成します。 

 （担当部署：区福祉保健センター保険年金課及び健康福祉局医療援助課） 

 
 

     就学援助 
 
お子さんを横浜市立小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、学用品

費等、修学旅行費などを援助します。 

（担当部署：教育委員会事務局学校支援・地域連携課） 
 
 

母子父子寡婦福祉資金の貸付 
 
技能修得資金や修学資金等の各種資金を無利子又は低利でお貸しします。 

（担当部署：区福祉保健センター及びこども青少年局こども家庭課） 

 

 

 

ひとり親支援 

ひとり親支援 

ひとり親支援 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 
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     特別乗車券交付事業 
 
児童扶養手当受給世帯・母子生活支援施設入所世帯の方に、市営バス・民営バス（ただし、市

外で乗車し、かつ降車する場合を除く）・市営地下鉄・金沢シーサイドラインの無料特別乗車券を

交付します。 

（担当部署：区福祉保健センター及びこども青少年局こども家庭課） 

 

各種減免制度 
 
所得の状況により、ひとり親世帯に対し費用の減免を行うことで、経済的負担を軽減していま

す。 

● 水道料金等の減免 

水道料金・下水道使用料のうち、基本料金相当額を減免しています。（対象：ひとり親家庭等医

療費助成を受けている方、生活保護を受けているひとり親世帯） 

● 粗大ごみ処理手数料の減免 

 粗大ごみの処理手数料が年間（４月から翌年３月まで）４個まで免除になります。（対象：ひと

り親家庭等医療費助成を受けている方） 

● ＪＲ通勤定期割引 

ＪＲの通勤定期代が３割引きになります。（対象：児童扶養手当受給世帯・生活保護世帯） 

● 保育所等利用における負担軽減 

 保育所等を利用する際の利用料や、私学助成を受ける幼稚園の保育料の一部を補助する私立幼

稚園就園奨励補助金について、負担軽減を行っています。 

● 一時保育・乳幼児一時預かり事業の利用料の減免 

保護者等の仕事や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者のリ

フレッシュの場合に利用できる一時保育・乳幼児一時預かり事業の利用料の負担軽減を行ってい

ます。 

● 病児保育・病後児保育事業の利用料の減免 

病気又は病気回復期にあり他の児童との集団生活が困難な児童を対象として、就労や冠婚葬祭

等の社会的にやむを得ない理由により、一時的に保育する病児保育・病後児保育事業の利用料の

負担軽減を行っています。 

 
 

    生活困窮者自立支援 
 
生活保護に至る前の段階からお困りの状況に応じて、就労支援や家計の見直しなどにより、生

活の立て直しや安定をはかることができるよう、支援します。 

（担当部署：区福祉保健センター及び健康福祉局生活支援課） 
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    生活保護 
 
病気や障害などで就労できない、就労していても必要な生活費を得られない、年金や手当等の

社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない、不動産、自動車、預貯金など直ちに活

用できる資産がない、などさまざまな事情により生活が困難な世帯に対し、最低限度の生活を保

障しながら、就労支援などの自立に向けた支援を行います。 

（担当部署：区福祉保健センター及び健康福祉局生活支援課） 

２２ 
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４ 養育費確保の支援 

 

     法律相談 
 

離婚に関する法律相談や養育費、親権に関することなどについて、弁護士による法律相談を実

施し、養育費の確保を図ります。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

 

     養育費についての広報・啓発 
 
養育費は、こどもの成長のために必要不可欠であり、こどもの親として義務であること等につ

いて、広報・啓発を強化するほか、養育費セミナー等を実施します。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

 

     養育費確保支援事業 
 
調停申立や公正証書の作成の費用等（収入印紙代や手数料等）及び養育費保証契約にかかる費

用の補助を行います。また、ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続き）や弁護士費用への補助を行います。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 
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５ 相談機能や情報提供の充実 

 

     相談・情報提供の充実 
 

ひとり親を対象に、生活全般の相談にきめ細かく応じられるよう相談・情報提供の充実を図り

ます。  

● 区役所 

区こども家庭支援課をはじめとした窓口や、子育て応援アプリ「パマトコ」等での全般的相談・

情報提供のほか、「ひとり親家庭のしおり」等の配布により、福祉制度案内を充実し、利用の促進

を図ります。また、「こども家庭相談」にて、妊娠期から思春期のお子さんの困りごと等の育児相

談への相談支援機能の強化に取り組みます。 
 

● 母子家庭等就業・自立支援センター（ひとり親サポートよこはま）  

離婚前後の生活の不安、ひとり親が使える制度、就労、こどものことなどについての個別相談、

電話相談の実施や情報の提供を行います。また、ひとり親家庭に関係した情報を集約し、ホーム

ページやメールマガジン、SNS を活用した情報発信を行います。 
 

● 男女共同参画センター 

仕事、子育て、ＤＶ被害などについての相談を受けています。また、「女性としごと応援デスク」

では、女性の再就職や転職支援として、無料のキャリアカウンセリングやミニセミナー等を実施

しています。 
 

● 当事者団体・関係機関との連携  

当事者団体が、ひとり親家庭が必要とする情報を、メールマガジン、SNS 等で発信します。ま

た、ひとり親の支援に関わる団体・関係機関との連携により、多面的な支援の輪を広げていきま

す。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

 

     離婚前相談 
 
ＤＶ被害者の方や離婚協議中の方等の離婚前の悩みについて、区役所の窓口や母子家庭等就業・

自立支援センターの離婚相談、夜間日常生活電話相談、法律相談等で応じます。 

（担当部署：区福祉保健センター及びこども青少年局こども家庭課） 
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     当事者同士の交流や仲間づくり 
 
 

● ひとり親サロン 

専門家による家計管理等の講習会や生活に関する相談、リフレッシュセミナー（ヨガやクリス

マスコンサートなど）を実施します。 

 

● ひとり親家庭情報交換事業 

ひとり親家庭の情報交換会を開催し、ひとり親家庭が抱える悩みを共有し、相互に助け合う仲

間づくりを支援します。 

 

● 父子家庭の交流事業 

父子家庭の当事者同士の交流を通じた気付きの機会の提供や、父子家庭に必要とされる情報の

提供のため、父子家庭を対象とした交流会を実施します。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

 

     支援者への研修 
 
ひとり親家庭の相談全般に対応できるよう、母子家庭等就業・自立支援センターの支援員や区

の社会福祉職、地域の支援に携わる方々へ研修を実施し、専門性の向上を図ります。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 
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６ こどもへのサポート 

 

     ひとり親のこどもの相談支援 
 
こどもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮

されるよう、ひとり親のこどもの気持ちに寄り添い、意見を受け止める相談支援体制づくりを進

めます。 

また、ひとり親のこどもが相談しやすい窓口やツールなど、様々な機会でひとり親のこどもが

気軽に相談できるような支援を進めます。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 
 

     生活・学習支援事業 
 
経済困窮や養育に課題があり支援を必要とするこどもに対し、学習支援や生活支援を行います。 

● 思春期・接続期支援事業 

親子ともに大きな生活の変化を迎える、中学に進学した子を養育するひとり親家庭に対し、学

習の不安や教育費の確保等の悩みに対応するため、子への学習支援と親への相談支援を実施し

ます。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

● 寄り添い型学習支援事業 

生活保護世帯を中心とした生活困窮者世帯等の中学生を対象に、将来の自立に向けた高等学校

等への進学支援や基本的な生活スキルの習得に向けた支援を提供します。 

また高校等に行っていないこどもも含めた高校生世代に対し、中退防止の取り組み及び、将来

の選択肢の幅を広げるための講座、居場所の設置などの支援を提供します。 

（担当部署：健康福祉局生活支援課） 

● 寄り添い型生活支援事業 

生活困窮状態にあるなど養育環境に課題があり、支援を必要とする家庭に育つ小中学生等が、

安心して過ごすことのできる環境の中で、基本的な生活習慣を身につけたり、将来の進路選択の

幅を広げ自立した生活を送れるよう生活支援・学習支援等を実施します。 

（担当部署：こども青少年局青少年育成課） 

● 大学等受験料等補助事業 

ひとり親家庭に対し、進学へのチャレンジを後押しするため、大学等を受験する際の受験料等

の一部を補助します。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 
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● 放課後学び場事業 

家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十分に身についていない小中学生を対象に、放課

後等に、大学生や地域住民等の協力による学習支援活動を学校等で実施しています。 

（担当部署：教育委員会事務局学校支援・地域連携課） 

 

     親子交流支援事業 
 
親子交流に関する知識啓発につとめるとともに、専門の相談機関を紹介するなど、こどもの健

やかな育ちにつながる親子交流の支援に取り組みます。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 

 

     こども食堂など地域の取組支援 
 
こども食堂等の地域の自主的な取組が、こどもにとって安心できる居場所となり、困難を抱え

るこどもへの気付きや見守り等ができるよう、身近な地域における居場所づくりを支援します。 

（担当部署：こども青少年局地域子育て支援課） 

 

     こどもの意見を聴く取組の推進 
 
ひとり親家庭への施策推進にあたっては、こどもに対する学習支援でのアンケートの実施や、

こどもの意見を受け止める相談支援体制づくりを進めるなど、ひとり親のこどもの気持ちに寄り

添い、意見を受け止めながら、施策を進めていきます。 

（担当部署：こども青少年局こども家庭課） 
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第５章 計画推進にあたっての指標                          

本計画全体を統括的に把握する指標として、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」

にひとり親の自立支援の指標として設定している次の目標を掲げ、推進していきます。 

令和11年度の数値目標は、第３期子ども・子育て支援事業計画（令和７年度～令和

11年度）にあわせ、設定しています。 

 
【指標１】就労の状況の把握 

目標 現状値（R5） 目標値（R11） 
ひとり親サポートよこはま等の支援により 

就労に至ったひとり親の数 
345人/年 

1,800人 

（５か年累計） 

 
【指標２】こどもへのサポートの状況の把握 

目標 現状値（R5） 目標値（R11） 
思春期接続期支援事業の事後アンケートで 

「将来の夢や就職について目標がある」と 

回答したこどもの割合 

68.1％ 70.0％ 

 

また、参考指標として、本市調査における以下の項目についても、目標を設定しま

す。 

 

【参考指標】横浜市ひとり親世帯アンケート調査による把握（５年に１度実施） 

目標 現状値（R5） 目標値（R11） 
就業率 90.6％ 92.8％ 

就業形態が正社員・正規職員の割合 57.4％ 66.2％ 

養育費の取り決め率 49.3％ 63.0％ 

養育費の受領率（「現在も受けている」） 30.9％ 40.0％ 

養育費の取り決めをしている場合の受領率 

（「現在も受けている」） 
59.4％ 70.0％ 

 

 

●計画の推進にあたっての連携体制・推進体制 

横浜市子ども・子育て会議における進捗状況の報告並びにこどもの貧困対策の関

係区局による庁内連携会議により、計画の PDCA サイクルを確保するとともに、関

係者間の連携を図りながら総合的な対策をすすめます。 
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課題 第４期の主な取組 

○ 日常生活支援事業についてはニーズが高

まっており、引き続き、十分な財源や事

業者の安定的な確保が必要です。 

○ 市営住宅の申込時の優遇や住まいの確保

に関する相談支援等を行っていますが、

安定した住環境で生活できるよう、更な

る支援策が求められています。 

○ ひとり親家庭が安心して地域で暮らすこ

とができるよう、引き続き地域での関係

者のつながりづくりに取り組む必要があ

ります。 

○ 子育てと就労の両立を支援するために、

親またはこどもの健康状態やこどもの年

齢に応じ、ワークライフバランスも視野

に入れ、仕事に必要な知識や資格の取得

支援や、生活条件に合う仕事のあっせ

ん、希望する職業や就業形態が選択でき

る支援の仕組みなど、個々の状況に合わ

せたきめ細かな、伴走型の支援が求めら

れています。 

○ 貧困の連鎖の解消に向け、本人の状況や

生活条件に即した、きめ細かな就業支援

の推進が必要です。 

○ 経済的支援は、大きな支援になっている

一方、こどもが大きくなり手当の対象か

ら外れてから自立を模索しても、就職先

が限られるなど厳しい現状もあるため、

中長期的な展望をもって、自立を支援し

ていくことが必要です。 

○ 児童扶養手当の支給停止により、手当と

連動した様々な支援策の対象から外れる

ことが、ひとり親家庭の負担になってい

ることから、マネープランなど将来展望

を示しながら、伴走型で支援するなどき

め細やかな支援が求められています。 

○ 就業支援や養育費確保支援など、世帯収

入の増加につながる多面的な支援が必要

です。 

○ 就業の支援 

母子家庭等就業・自立支援センターの就

労支援員を区に派遣し、就職活動の要点か

ら職業紹介まで、一人ひとりの状況に応じ

たマンツーマンによるきめ細かな就労支

援を実施しました。 
 自立支援教育訓練給付金の支給上限額

を増額したほか、対象要件である児童扶養

手当受給相当の所得要件を撤廃しました。 
 また、高等職業訓練促進給付金の対象講

座を拡充し、高等学校卒業家庭認定試験合

格支援事業の支給上限額を引き上げまし

た。 

○ 子育てや生活の支援 

生活の場の安定を図るため、ヘルパー派

遣を行う日常生活支援事業の拡充や、子育

て世帯や高齢者、障害のある方、所得の低

い方など住まいの確保にお困りの方の入

居を受け入れる住宅として登録された住

宅を供給するセーフティネット住宅や住

宅支援資金貸付事業を開始しました。 
 保育所入所や市営住宅入居について引

き続き優先度を高めるほか、生活面で重点

的な支援が必要な母子については、母子生

活支援施設において自立に向けた支援を

行いました。 

○ 経済的支援 

児童扶養手当、児童手当や医療費助成な

ど、生活維持のための経済的給付について

拡充を実施しました。 
 また、経済的負担の軽減のため、市内バ

ス、市営地下鉄等の利用を対象とした特別

乗車券を交付するとともに、貸付や奨学金

の制度周知を実施しました。 
 さらに、新型コロナウイルスの影響によ

り収入が減少したケースも多いひとり親

家庭に、フードバンク等から提供された食

料品を配布しました。 

参考資料                             

第４期計画の振り返り 
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第４期の主な取組 課題 

○ 養育費確保の支援 

 両親の養育費の取り決めについて、弁

護士による無料法律相談を実施したほ

か、養育費セミナーの実施回数を増やし

て周知しました。 
 また、公正証書等による養育費の取

り決めや、養育費保証契約の締結に要

した費用の助成を開始しました。 

○ 共同親権の法制化を踏まえて、養育費

確保、親子交流及び各種支援等につい

て、こどもにとってより望ましい方向

にすすむよう、制度の啓発や相談支援

の取組を進めていく必要があります。 

○ 離婚前及び離婚時の情報提供につい

て、制度等周知の取組の強化が必要で

す。 

○ 事業の着実な実施により、ひとり親家

庭の経済的困窮を防ぎ、子の健やかな

成長を後押しすることが求められてい

ます。 

○ 相談・情報提供 

 区役所こども家庭支援課等に「ひとり

親家庭のしおり」を配架し、ひとり親家

庭の方に関連する福祉制度や相談窓口を

周知しました。 
 離婚に関わる法律知識などを学べるひ

とり親の親講座や父子家庭の父同士の交

流事業を開始しました。 
また、ひとり親サポートよこはまで

SNS アカウントを開設し、就労支援、ひ

とり親サロン等催事の情報提供を開始し

ました。 
   

○ こどもへのサポート 

学習意欲の醸成などを目的に、経済的

困窮状態にある等、養育環境に課題があ

り支援を必要とするひとり親家庭のこど

もに対する、生活・学習支援を実施しま

した。 
また、高校３年生の児童がいる児童扶

養手当受給世帯に対し、大学等の受験料

補助を開始しました。 

○ 制度がよく知られていないという意見

が多く、引き続きわかりやすい総合的

な情報提供・相談機能の強化に取り組

む必要があります。 

○ 多くのひとり親が、ひとりで就労、家

事、育児を行わざるを得ない状況にあ

ることを踏まえて、ＳＮＳ等を活用

し、時間や場所にとらわれない相談支

援を進めるほか、様々な課題に対して

必要な支援につなげることができるよ

う、相談支援体制を強化していく必要

があります。 

○ どんな状況にあろうとも、こどもが健

やかに成長できるよう、こどもの視点

に立った、こどもへの支援の充実が必

要です。そのため、こどもからの相談

に応えられる体制の整備や、貧困の連

鎖を防ぎ、将来的に自立した生活が送

れるように生活及び学習の支援、進学

及び就職にむけた支援を行うことが必

要です。 

○ こども食堂など身近な地域における居

場所づくりなど、地域の見守り機能の

取組が広がるよう、推進していく必要

があります。 
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平成30年度～令和５年度実績一覧

平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

日常生活支援事業
（ヘルパーの派
遣）

ひとり親家庭の親が、修学等の自立を促進する
ために必要な事由や疾病などの事由により、一
時的に生活援助や子育て支援が必要な場合に、
家庭生活支援員（ヘルパー）を派遣します 。

こども青少年局こ
ども家庭課

日常生活支援事
業利用者:382人
母子：297人
寡婦：0人
父子：85人

日常生活支援事
業利用者:101人
母子：73人
寡婦：0人
父子：28人

日常生活支援事
業利用者:86人
母子：79人
寡婦：0人
父子：7人

日常生活支援事
業利用者:161人
母子：117人
寡婦：0人
父子：44人

日常生活支援事
業利用者:207人
母子：165人
寡婦：0人
父子：42人

日常生活支援事
業利用者:242人
母子：189人
寡婦：0人
父子：53人

子育て短期支援事
業

保護者の疾病や疲労等の理由により、一時的に
児童の養育が困難になった場合、児童家庭支援
センターで子どもを預かります。

こども青少年局こ
どもの権利擁護課

利用者数:延べ
5688人

利用者数:延べ
5952人

利用者数:延べ
5723人

利用者数:延べ
5478人

利用者数:延べ
5142人

利用者数:延べ
5478人

子育てサポートシ
ステム

地域ぐるみでの子育て支援を目指し、子どもを
預かってほしい人と子どもを預かる人に会員登
録をしていただき、会員相互の信頼関係のもと
に行う子どもの預け・預かりをサポートしま
す。

こども青少年局地
域子育て支援課

援助活動件数：
59,401件

援助活動件数：
60,908件

援助活動件数：
36,896件

援助活動件数：
45,114件

援助活動件数：
46,586件
※令和５年１月～ひ
とり親家庭等支援事
業開始：助成金支払
件数44件

援助活動件数：
66,619件
※ひとり親家庭等支
援事業：助成金支払
件数574件

２）保育所等への
優先的な入所

保育所等への優先
的な入所

未就学児のいる世帯が、安心して就労・求職活
動等が行えるよう、保育所等入所時の優先度を
アップします。

区福祉保健セン
ター
こども青少年局保
育・教育認定課

市営住宅申込時の
優遇

市営住宅申込時の当選率を一般より優遇し、ま
た子育て世帯に限定した募集区分を設けます。

建築局市営住宅課

募集戸数
子育て世帯専
用：
118戸
子育て支援倍率
優遇：123戸

募集戸数
子育て世帯専
用：
80戸
子育て支援倍率
優遇：252戸

募集戸数
子育て世帯専
用：
83戸
子育て支援倍率
優遇：223戸

募集戸数
子育て世帯専
用：
60戸
子育て支援倍率
優遇：126戸

募集戸数
子育て世帯専
用：
56戸
子育て支援倍率
優遇：105戸

募集戸数
子育て世帯専
用：
87戸
子育て支援倍率
優遇：126戸

民間住宅あんしん
入居

家賃等の支払い能力があるものの、連帯保証人
がいないために民間賃貸住宅への入居が困難な
方に対して、協力不動産店が住宅をあっせん
し、協定保証会社が家賃等の債務保証を行いま
す。★令和２年度をもって事業終了とし、新た
な住宅セーフティネット制度に統合しました。

建築局住宅政策課 利用件数：19件 利用件数：26件 利用件数：14件 - - -

子育てりぶいん
18歳未満の子どもがいる世帯が安心して入居で
きるよう、横浜市が認定した子育て環境に適し
た賃貸住宅に対し、家賃補助を行います。

建築局住宅政策課 管理戸数:３７２戸 管理戸数:３７２戸 管理戸数:３７２戸 管理戸数:３７２戸 管理戸数:３４４戸 管理戸数:３１２戸

セーフティネット
住宅

子育て世帯や高齢者、障害のある方、所得の低
い方など住まいの確保にお困りの方の入居を受
け入れる住宅として登録された住宅を供給して
います。
さらに一定の要件を満たす住宅に対しては、家
賃や家賃債務保証料等の補助を行い、入居者の
経済的な負担軽減を図ります。

建築局住宅政策課

家賃補助付き
セーフティネット
住宅供給戸数：
10戸

家賃補助付き
セーフティネット
住宅供給戸数：
49戸

家賃補助付き
セーフティネット
住宅供給戸数：
69戸

家賃補助付き
セーフティネット
住宅供給戸数：
100戸

家賃補助付き
セーフティネット
住宅供給戸数：
173戸

家賃補助付き
セーフティネット
住宅供給戸数：
288戸

住宅支援金貸付

児童扶養手当受給者または同等の所得水準にあ
り、生活保護受給者でないひとり親で、就労支
援計画の策定を受け自立に向けて意欲的に取り
組む方に対し、住宅資金（家賃）を1か月最大4
万円、最長12か月まで貸し付ける事業を実施し
ています。就労や収入の向上を達成した状況が
12か月間継続した場合は、返済が免除されま
す。

こども青少年局こ
ども家庭課

- - - 貸付件数：８件 貸付件数：33件 貸付件数：30件

項　　目 内　　　容

１
　
子
育
て
や
生
活
支
援

所管課等

３）住宅確保の支
援

１）日常生活への
支援

保育所等の利用にあたり、保育の必要性の認定基準を満たしているひとり親家庭について、利用調整におけ
る優先度を上げている。
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平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
項　　目 内　　　容 所管課等

施設の運営と環境
整備

１８歳未満の子どもを養育している母子家庭
が、様々な事情から支援を必要としている場合
に、安心して自立に向けた生活を営めるよう、
子どもと一緒に入所できる母子生活支援施設を
運営するとともに、その環境の改善を進めま
す。

こども青少年局こ
どもの権利擁護課

８か所（134世帯） ８か所（129世帯） ８か所（105世帯） ８か所（117世帯） ８か所（121世帯） ８か所（121世帯）

アフターケアのた
めの職員配置

母子生活支援施設利用者が退所後においても安
定した生活を送ることができるよう、自立支援
を担当する職員を配置し、退所後も、世帯訪問
及び電話相談等のフォロー支援を行います。

こども青少年局こ
どもの権利擁護課

職員配置：７人 職員配置：７人 職員配置：７人 職員配置：８人 職員配置：８人 職員配置：７人

５）児童家庭支援
センター

児童家庭支援セン
ター

児童福祉法に基づく児童福祉施設として、子育
てに悩む保護者や地域の支援者の方や、子ども
たちの悩みの解決に向け、専門的な相談や子育
て短期支援事業、地域交流イベントなどによる
支援を行います。

こども青少年局こ
どもの権利擁護課

12施設 15施設 17施設 17施設 18施設 18施設

６）子育て世代包
括支援センター

子育て世代包括支
援センター

区福祉保健センターの「母子保健コーディネー
ター」配置による妊娠期の相談機能の充実及び
区福祉保健センターと地域子育て支援拠点との
一層の連携により、妊娠期から子育て期の切れ
目ない支援の充実を図ります。

こども青少年局地
域子育て支援課

母子保健コー
ディネーター配置
区数
６区

母子保健コー
ディネーター配置
区数
11区

母子保健コー
ディネーター配置
区数
18区

母子保健コー
ディネーター配置
区数
18区

母子保健コー
ディネーター配置
区数
１8区

母子保健コー
ディネーター配置
区数
18区

７）地域力による
支援の推進

ひとり親サロンの
地域展開

同じひとり親同士で交流し、悩みや不安を和ら
げ安心につながるよう開催している「ひとり親
サロン」について、地域に身近な場所で展開す
ることで、地域におけるひとり親のつながりづ
くりの一助になるようすすめていきます。

こども青少年局こ
ども家庭課

回数：12回
参加者：147人

回数：８回
参加者：68人

回数：５回
参加者：40人

回数：９回
参加者：68人

回数：10回
参加者：95人

回数：10回
参加者：85人

８）ひとり親家庭
の食支援

フードサポート事
業（ぱくサポ）

新型コロナウイルスの影響により収入が減少し
たケースも多いひとり親家庭に、フードバンク
等から提供された食料品を配布し、食生活を支
援するとともに、フードロスを削減します。

こども青少年局こ
ども家庭課

- - 延べ743世帯 延べ468世帯 延べ6,092世帯 延べ6,025世帯

自立支援教育訓練
給付金事業

主体的な能力開発の取組を支援することで、ひ
とり親家庭の自立を促進するため、教育訓練の
対象講座を受講する場合、費用の一部を支給し
ます。

こども青少年局こ
ども家庭課

支給：68人 支給：56人 支給：36人 支給：55人 支給：66人 支給：70人

高等職業訓練促進
給付金事業・高等
職業訓練促進資金
貸付事業

看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得す
るため養成機関で修業する場合に、４年を上限
に修業期間中の生活の負担を軽減するため、生
活費を支給します。また、高等職業訓練促進給
付金受給者に対する就学準備金等の貸付や、母
子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自
立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手
当受給者等に対し、住居の借上げに必要となる
住宅支援資金の貸付を行います。

こども青少年局こ
ども家庭課

支給：106人 支給：94人 支給：98人 支給：145人 支給：227人 支給：262人

高等学校卒業程度
認定試験合格支援
事業

ひとり親家庭の親又は子の学び直しを支援する
ことにより、より良い条件での就職や転職に向
けた可能性を広げ、安定した雇用につなげてい
くため、高等学校卒業程度認定試験合格のため
の講座を受講する場合に、費用の一部を支給し
ます。）

こども青少年局こ
ども家庭課

支給：２人 支給：３人 支給：４人 支給：５人 支給：７人 支給：８人

１
　
子
育
て
や
生
活
支
援

９）ひとり親家庭
等自立支援給付金
事業

４）母子生活支援
施設

２
　
就
業
の
支
援
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平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
項　　目 内　　　容 所管課等

就労相談

就労支援員が、児童扶養手当を受給されている
ひとり親に対し、区役所相談窓口に出向き、マ
ンツーマンで相談を受け、一人ひとりに合わせ
た就労支援計画や書類の作成の支援をするほ
か、電話相談を行う等きめ細かに求職活動を支
援します。就職後も定着支援や、より経済力を
向上させるような職に転職するための支援等も
行います。また保育の問題等、就労以外の相談
についても区役所と連携しながら対応します。

区福祉保健セン
ター
こども青少年局こ
ども家庭課

支援者数：278人
就労者数：196人

支援者数：230人
就労者数：147人

支援者数：354人
就労者数：117人

支援者数：410人
就労者数：147人

支援者数：404人
就労者数：191人

支援者数：396人
就労者数：225人

就職情報の提供・
職業紹介・企業啓
発

行政機関及び民間等からの求人情報を提供し、
希望者へはあっせんも行います。また、事業主
に対し、ひとり親の雇用に理解と協力を求める
ため、啓発活動を行います。。

こども青少年局こ
ども家庭課

職業紹介：25人
企業訪問：12社

職業紹介：４人
企業訪問：８社

職業紹介：８人
企業訪問：17社

職業紹介：13人
企業訪問：14社

職業紹介：９人
企業訪問：９社

職業紹介：８人
企業訪問：29社

就職支援講座
ひとり親の就職に有用な技能講座（介護職員初
任者講座等）を開催します。

こども青少年局こ
ども家庭課

介護職員初任者
研修：
５人受講

介護職員初任者
研修：
５人受講

介護職員初任者
研修：
４人受講

介護職員初任者
研修：
４人受講

介護職員初任者
研修：
５人受講

介護職員初任者
研修：
３人受講

11）横浜市中央職
業訓練校

横浜市中央職業訓
練校

これから就職や転職をしようとしているひとり
親家庭の親に、就職に役立つ知識や技術を身に
つけるための職業訓練、就職支援を行います。

横浜市中央職業訓
練校

マザーズハロー
ワーク

求職活動の準備が整い、かつ具体的な就職希望
を有する子育て女性等に対する就職支援サービ
スの提供を図ります。

こども青少年局こ
ども家庭課

ジョブスポット

横浜市とハローワークが連携し、区役所に就労
支援窓口であるジョブスポットを設置し、ひと
り親家庭を含む生活困窮世帯への就労を支援し
ます。

区福祉保健セン
ター
健康福祉局生活支
援課
こども青少年局こ
ども家庭課

13）児童扶養手当 児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母
と生計を同じくしていない子どもを養育してい
る母、父等に手当を支給します。
★令和６年11月分から所得制限限度額の引上げ
及び第三子加算を拡充

区福祉保健セン
ター
こども青少年局こ
ども家庭課

児童扶養手当受
給者数：18,708人

児童扶養手当受
給者数：18,041人

児童扶養手当受
給者数：17,426人

児童扶養手当受
給者数：16,995人

児童扶養手当受
給者数：16,286人

児童扶養手当受
給者数：15,566人

14）児童手当 児童手当

18歳になって最初の３月31日までの児童を養育
している方に児童手当を支給します。
★令和６年10月分から支給対象児童を高校生年
代まで拡充し、所得制限を撤廃

区福祉保健セン
ター
こども青少年局こ
ども家庭課

児童手当受給者
数：290,837人

児童手当受給者
数：286,598人

児童手当受給者
数：282,644人

児童手当受給者
数：278,636人

児童手当受給者
数：243,816人

児童手当受給者
数：233,402人

３
　
経
済
的
な
支
援

10）母子家庭等就
業・自立支援セン
ター事業

12）ハローワーク
との連携強化・雇
用の促進

ひとり親家庭向けの科目の設定、
ひとり親家庭への優先枠を設けた科目の設定、
募集ちらしを区こども家庭支援課、母子家庭等就業・自立支援センター等に配布等を行っています。

児童扶養手当現況確認時に、出張窓口の設定や、リーフレットの配架等を実施するなど、連携を図っていま
す。

各区生活支援課において就労支援が必要な方に必要なサービスが届けられるよう、適切な案内を行っていき
ます。
また児童扶養手当現況確認時に、出張窓口の設定や、リーフレットの配架等を実施するなど、連携を図ってい
ます。

２
　
就
業
の
支
援

38



平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
項　　目 内　　　容 所管課等

15）小児医療費助
成

小児医療費助成
健康保険に加入しているお子さんが医療機関で
受診したときに、保険診療の自己負担額を助成
します。

区福祉保健セン
ター保険年金課
健康福祉局医療援
助課

受給対象者：
278,631人

受給対象者：
313,252人

受給対象者：
314,879人

受給対象者：
317,649人

受給対象者：
307,741人

受給対象者：
432,657人

16）ひとり親家庭
等医療費助成

ひとり親家庭等医
療費助成

健康保険に加入している母子家庭、父子家庭な
どのひとり親家庭等の方が、医療機関で受診し
たときに、保険診療の自己負担額を助成しま
す。

区福祉保健セン
ター保険年金課
健康福祉局医療援
助課

受給対象者：
41,211人

受給対象者：
40,482人

受給対象者：
36,547人

受給対象者：
37,925人

受給対象者：
36,568人

受給対象者：
35,035人

17）就学援助 就学援助
お子さんを横浜市立小・中学校へ通学させるの
に経済的な理由でお困りの方に対して、学用品
費、修学旅行費、給食費などを援助します。

教育委員会事務局
学校支援・地域連
携課

認定者数：34,218
人

認定者数：32,785
人

認定者数：32,355
人

認定者数：31,751
人

認定者数：30,442
人

認定者数：28,894
人

18）母子父子寡婦
福祉資金の貸付

母子父子寡婦福祉
資金貸付

技能修得資金や修学資金等の各種資金を無利子
又は低利でお貸しします。

区福祉保健セン
ター
こども青少年局こ
ども家庭課

件数：503件
金額：
252,196,800円

件数：440件
金額：
224,807,000円

件数：350件
金額：
181,695,900円

件数：296件
金額：
155,312,008円

件数：300件
金額：
158,238,141円

件：:246件
金額：
138,373,250円

19）特別乗車券交
付事業

特別乗車券交付事
業

児童扶養手当受給世帯・母子生活支援施設入所
世帯の方に、市営バス・民営バス（ただし、市
外で乗車し、かつ降車する場合を除く）・市営
地下鉄・金沢シーサイドラインの無料特別乗車
券を交付します。

こども青少年局こ
ども家庭課

特別乗車券交付枚
数：
16,923枚
シーサイドライン定期
券交付枚数：
335枚

特別乗車券交付枚
数：
16,312枚
シーサイドライン定期
券交付枚数：
315枚

特別乗車券交付枚
数：
14,899枚
シーサイドライン定期
券交付枚数：
286枚

特別乗車券交付枚
数：
14,261枚
シーサイドライン定期
券交付枚数：
268枚

特別乗車券交付枚
数：
13,512枚
シーサイドライン定期
券交付枚数：
247枚

特別乗車券交付枚
数：
12,827枚
シーサイドライン定期
券交付枚数：
242枚

※）寡婦（夫）控
除のみなし適用

寡婦（夫）控除の
みなし適用

婚姻歴のないひとり親家庭が利用する子育てや
福祉サービス等の受給判定及び負担額等の算定
において、税法上の寡婦（夫）控除のみなし適
用を実施し、対象家庭の経済的負担を軽減しま
す。
※　令和３年度の住民税から、未婚のひとり親
に対しても税制上の控除が適用されることと
なったため、「寡婦（夫）控除のみなし適用」
は原則終了

こども青少年局こ
ども家庭課

21）生活困窮者自
立支援

生活困窮者自立支
援

生活保護に至る前の段階からお困りの状況に応
じて、就労支援や家計の見直しなどにより、生
活の立て直しや安定をはかることができるよ
う、支援します。

区福祉保健セン
ター健康福祉局生
活支援課

新規相談件数
6,062件
※内ひとり親
327件

新規相談件数
6,907件
※内ひとり親
313件

新規相談件数
26,977件
※内ひとり親
700件

新規相談件数
16,804件
※内ひとり親
464件

新規相談件数
9,954件
※内ひとり親
358件

新規相談件数
8,174件
※内ひとり親
436件

22）生活保護 生活保護

働く能力、資産、他の法律・制度で受けられる
支援や、扶養義務者からの援助などを活用して
も生活が困難な世帯の最低生活を保障するとと
もに、自立に向けて支援します。

区福祉保健セン
ター健康福祉局生
活支援課

3,423世帯
※　母子世帯数
（４月時点）

3,168世帯
※　母子世帯数
（４月時点）

2,901世帯
※　母子世帯数
（４月時点）

2,728世帯
※　母子世帯数
（４月時点）帯

2,574世帯
※　母子世帯数
（４月時点）帯

2,480世帯
※　母子世帯数
（４月時点）帯

※国の税制改正により、令和３年度の住民税（所得税
は令和２年分）から、未婚のひとり親に対して税制上
の控除が適用されることになりました。
この税制改正により、横浜市独自の「寡婦（夫）控除の
みなし適用」については、原則終了しました。

横浜市独自に寡婦（夫）控除みなし適用を実施し、未
婚であっても税制度の寡婦（夫）控除等が適用された
ものとみなして、対象家庭の刑事的負担の軽減を図り
ました。

３
　
経
済
的
な
支
援
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平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
項　　目 内　　　容 所管課等

23）法律相談 法律相談
離婚に関する法律相談や養育費、親権に関する
ことなどについて、弁護士による法律相談を実
施し、養育費の確保を図ります。

こども青少年局こ
ども家庭課

法律相談:
162人626件（内
養育費139件）

法律相談:
156人587件（内
養育費132件）

法律相談:
159人902件（内
養育費133件）

法律相談:
166人951件（内
養育費151件）

法律相談:
157人912件（内
養育費134件）

法律相談:
140人948件（内
養育費124件）

24）養育費につい
ての広報・啓発

養育費についての
広報・啓発

養育費は、こどもの成長のために必要不可欠で
あり、こどもの親として義務であること等につ
いて、広報・啓発を強化するほか、養育費セミ
ナー等を実施します。

こども青少年局こ
ども家庭課

養育費セミナー６
回86人

養育費セミナー５
回82人

養育費セミナー５
回58人

養育費セミナー５
回69人
養育費確保支援
事業利用者39人

養育費セミナー６
回60人
養育費確保支援
事業利用者80人

養育費セミナー６
回85人
養育費確保支援
事業利用者93人

25）養育費確保支
援事業

養育費確保支援事
業

調停申立や公正証書の作成の費用等（収入印紙
代や手数料等）及び養育費保証契約にかかる費
用の補助を行います。また、ＡＤＲ（裁判外紛
争解決手続き）や弁護士費用への補助を行いま
す。

こども青少年局こ
ども家庭課

- - -

公正証書等の作
成費用補助：35
件
養育費保証契約
の費用補助：4件

公正証書等の作
成費用補助：74
件
養育費保証契約
の費用補助：6件

公正証書等の作
成費用補助：90
件
養育費保証契約
の費用補助：3件

26）相談・情報提
供の充実

相談・情報提供の
充実

ひとり親を対象に、生活全般の相談にきめ細か
く応じられるよう相談・情報の強化を図りま
す。

こども青少年局こ
ども家庭課

27）離婚前相談 離婚前相談

ＤＶ被害者の方や離婚協議中の方等の離婚前の
悩みについて、区役所の窓口や母子家庭等就
業・自立支援センターの離婚相談、夜間日常生
活電話相談、法律相談等で応じます。

区福祉保健セン
ター
こども家庭支援課

電話相談：194件
法律相談：102件

電話相談：170件
法律相談：80件

電話相談：194件
法律相談：98件

電話相談：167件
法律相談：108件

電話相談：170件
法律相談：98件

電話相談：186件
法律相談：97件

ひとり親サロン
（再掲）

専門家による家計管理等の講習会や生活に関す
る相談、リフレッシュセミナー（ヨガやクリス
マスコンサートなど）を実施します。

こども青少年局こ
ども家庭課

回数：12回
参加者：147人

回数：８回
参加者：68人

回数：５回
参加者：40人

回数：９回
参加者：68人

回数：10回
参加者：95人

回数：10回
参加者：85人

ひとり親家庭情報
交換事業

ひとり親家庭の情報交換会を開催し、ひとり親
家庭が抱える悩みを共有し、相互に助け合う仲
間づくりを支援します。

こども青少年局こ
ども家庭課

参加者：81人 参加者：52人 参加者：42人 参加者：67人 参加者：105人 参加者：97人

父子家庭の交流事
業

父子家庭の当事者同士の交流を通じた気付きの
機会の提供や、父子家庭に必要とされる情報の
提供のため、父子家庭を対象とした交流会を実
施します。

こども青少年局こ
ども家庭課

- 参加者：6人

-
※新型コロナウ
イルスのため実
施なし

参加者：2人 参加者：3人 参加者：2人

29）支援者への研
修

支援者への研修
母子家庭等就業・自立支援センターの支援員や
区の社会福祉職、地域の支援に携わる方々へ研
修を実施し、専門性の向上を図ります。

こども青少年局こ
ども家庭課

５
　
相
談
機
能
や
情
報
提
供
の
充
実

区職員に対し各種事業の担当者説明会や「区新任こども家庭支援担当職員研修」等の実施により、支援者の
専門性を向上させることによる窓口の充実を推進しました。

区職員に対し各種事業の担当者説明会や「区新任こども家庭支援担当職員研修」等の実施により、支援者の
専門性を向上させることによる窓口の充実を推進しました。

４
　
養
育
費
確
保
の
支
援

28）当事者同士の
交流や仲間づくり
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平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
項　　目 内　　　容 所管課等

30）ひとり親のこ
どもの相談支援

ひとり親のこども
の相談支援

区役所等の日常生活相談において、ひとり親家
庭に理解のある相談員が、子どもからの様々な
相談に応じます。

こども青少年局こ
ども家庭課

思春期・接続期支
援事業

親子ともに大きな生活の変化を迎える、中学に
進学した子を養育するひとり親家庭に対し、学
習の不安や教育費の確保等の悩みに対応するた
め、子への学習支援と親への相談支援を実施し
ます。

こども青少年局こ
ども家庭課

二区
延べ319人

一区
延べ144人

子への支援：53
人
親への支援：48
人

子への支援：61
人
親への支援：55
人

子への支援：74
人
親への支援：64
人

子への支援：96
人
親への支援：73
人

寄り添い型学習支
援事業

生活保護世帯等、経済的困窮状態にある子ども
に対し、高校進学に向けた学習意欲の向上や学
力の向上のための学習支援を充実し、安定した
自立につなげます。

区福祉保健セン
ター
健康福祉局生活支
援課

寄り添い型学習
等支援事業実施
区数:
18区

寄り添い型学習
等支援事業実施
区数:
18区

寄り添い型学習
等支援事業実施
区数:
18区

寄り添い型学習
等支援事業実施
区数:
18区

寄り添い型学習
等支援事業実施
区数:
18区

寄り添い型学習
等支援事業実施
区数:
18区

寄り添い型生活支
援事業

生活困窮状態にあるなど養育環境に課題があ
り、支援を必要とする家庭に育つ小中学生等
が、安心して過ごすことのできる環境の中で、
基本的な生活習慣を身につけたり、将来の進路
選択の幅を広げ自立した生活を送れるよう生活
支援・学習支援等を実施します。

こども青少年局青
少年育成課

延べ11,346人 延べ11,514人 延べ14,167人 延べ16,458人 延べ18,214人 延べ24,196人

放課後学び場事業

家庭での学習が困難であったり、学習習慣が十
分に身についていない小中学生を対象に、放課
後等に、大学生や地域住民等の協力による学習
支援活動を学校等で実施しています。

教育委員会事務局
学校支援・地域連
携課

55校 86校 92校 93校 105校 106校

32）親子交流支援
事業

親子交流支援事業

親子交流に関する知識啓発につとめるととも
に、専門の相談機関を紹介するなど、こどもの
健やかな育ちにつながる親子交流の支援に取り
組みます。

こども青少年局こ
ども家庭課

33）子ども食堂な
ど地域の取組支援

子ども食堂など地
域の取組支援

こども食堂等の地域の自主的な取組が、こども
にとって安心できる居場所となり、困難を抱え
るこどもへの気付きや見守り等ができるよう、
身近な地域における居場所づくりを支援します
。

こども青少年局地
域子育て支援課

子どもの居場所
づくり立上げ等支
援補助金　交付
団体数
１団体

子どもの居場所
づくり立上げ等支
援補助金　交付
団体数
７団体

-
※新型コロナウ
イルスのため実
施なし

子どもの居場所
づくり活動支援補
助金　交付団体
数
12団体

子どもの居場所
づくり活動支援補
助金　交付団体
数
12団体

子どもの居場所
づくり活動支援補
助金　交付団体
数
11団体

 
６
　
子
ど
も
自
身
へ
の
サ
ポ
ー
ト

31）生活・学習支
援事業

区職員に対し各種事業の担当者説明会や「区新任こども家庭支援担当職員研修」等の実施により、支援者の
専門性を向上させることによる窓口の充実を推進しました。

ひとり親家庭のしおりや啓発資料にて、相談先の紹介（家庭問題情報センター（FPIC)・法テラス等）を実施しま
した。
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横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果の概要 
 

１ 調査の概要 

(1) 調査目的   
本市のひとり親家庭の生活実態や福祉施策等に対する意見などの把握のため 

(2) 調査期間・方法 

令和６年１月 24 日から２月５日まで郵送配布・郵送回収又は横浜市電子申請システム

回答により調査 
(3) 調査対象・回収状況 

住民基本台帳から同一世帯上、配偶者がなく、子の年齢が 20 歳未満を含む世帯で、母

子又は父子世帯と思われる世帯を無作為抽出。（その他の家族がいる場合を含む。） 

 

   今回（令和５年度） 〈参考〉前回（平成 29年度） 

調査票送付数 回収数 回収率 調査票送付数 回収数 回収率 

母子家庭 2,900 646 22.3% 2,600 736 28.3% 

父子家庭 1,100 201  18.3% 1,000 245 24.5% 

合計 4,000 847 21.2% 3,600 981 27.3% 

  
２ 結果の概要 

                             （  ）内は、平成 29年度調査 

  全体 母子家庭 父子家庭 

１ ひとり親

になった理由 

離別 73.8% (73.9%) 77.2% (77.0%) 62.7% (64.5%) 

死別 14.4% (15.4%) 9.1% (10.2%) 31.3% (31.0%) 

未婚 6.6% (5.7%) 8.5% (7.5%) 0.5% (0.4%) 

別居、その他 5.2% (5.0%) 5.1% (5.3%) 5.5% (4.1%) 

２ 住居の状

況 

賃貸住宅 40.5% (41.7%) 44.4% (46.8%) 28.4% (27.0%) 

持ち家 33.2% (28.5%) 26.3% (21.6%) 55.2% (49.4%) 

本人以外の名

義の持ち家 

23.7% (23.8%) 26.5% (25.4%) 14.9% (18.8%) 

会社の社宅

等、その他 

2.5% (5.9%) 2.8% (6.2%) 1.5% (4.8%) 

１か月あたり

の住居費 

8.6万円 (7.4万

円) 

7.9万円 (6.7万

円) 

10.5万円 (9.2万

円) 

３ 平均年間世帯総収入（※

１） 

473万円 (432万

円) 

401万円 (361万

円) 

694万円 (643万

円) 

４ 平均年間就労収入※（※

１） 

413万円 (379万

円) 

329万円 (295万

円) 

661万円 (615万

円) 

５ 就業率 90.6% (87.1%) 89.8% (86.3%) 93.0% (89.4%) 
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６ 就業形態 正社員・正規

職員 

57.4% (50.1%) 51.6% (44.6%) 75.4% (66.2%) 

パート・アル

バイト 

22.9% (26.5%) 29.1% (34.6%) 3.7% (2.7%) 

嘱託・契約社

員・準社員・

臨時職員 

6.6% (8.7%) 7.9% (9.0%) 2.7% (7.8%) 

人材派遣会社

の派遣社員 

2.5% (3.9%) 2.9% (5.0%) 1.1% (0.5%) 

自営業主（商

店主・農業な

ど） 

5.6% (7.1%) 4.8% (5.0%) 8.0% (13.2%) 

会社などの役

員 

3.3% (2.5%) 1.7% (0.5%) 8.0% (8.2%) 

自家営業の手

伝い、その他 

1.3% (1.2%) 1.5% (1.3%) 0.5% (1.4%) 

７ 平均就業時間 33時間 (35時間) 32時間 (33時間) 37時間 (41時間) 

８ 職種 上位１位 事務的な仕事 

(事務的な仕事) 

事務的な仕事 

(事務的な仕事) 

専門知識・技術を

いかした仕事(専

門知識・技術をい

かした仕事) 

上位２位 専門知識・技術を

いかした仕事(専

門知識・技術をい

かした仕事) 

専門知識・技術を

いかした仕事(専

門知識・技術をい

かした仕事) 

管理的な仕事 

(管理的な仕事) 

上位３位 営業・販売の仕事 

(サービスの仕

事・資格なし) 

営業・販売の仕事 

（サービスの仕

事・資格なし） 

事務的な仕事 

(建設の仕事) 

９ 養育費 取り決め率 49.3% (44.6%) 52.3% (47.2%) 36.3% (34.3%) 

受領率（※

２） 

44.3% (38.6%) 51.8% (45.5%) 12.3% (11.9%) 

１か月あたり

の受領額（※

２） 

6.0万円(5.5万

円) 

6.3万円 (5.8万

円) 

2.4万円 (2.3万

円) 

10 親子交流 取り決め率 33.8% (31.6%) 32.7% (30.4%) 38.4% (36.1%) 

実施率（※

２） 

64.4% (59.2%) 62.2% (58.3%) 73.9% (62.7%) 

※１総支給額 

※２過去に受領または実施していた場合を含む。 
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ヒアリング等調査結果の概要 
 
１ ヒアリング等状況 

  ヒアリング対象 実施日 

１ 

支
援
者
・
支
援
者
団
体 

民生委員・児童委員協議会、 

主任児童委員連絡会 

８月２日 

８月６日 

８月13日 

２ 市社会福祉協議会事務局 ６月18日 

３ 市立保育園 ７月９日 

４ 市内私立幼稚園 ７月22日 

５ 小・中学校（教育委員会事務局） ６月19日 

６ 母子生活支援施設（アンケート実施） ６月 

７ 横浜市男女共同参画センター横浜 ７月26日 

８ 区こども家庭支援課社会福祉職 ６月27日 

９ 当
事
者
団
体 

一般財団法人 横浜市ひとり親家庭福祉会 ６月25日 

10 一般社団法人 日本シングルマザー支援協会 ８月25日 

11 こどもの意見 
①アンケート（回答者数86名） 

②座談会（参加者数６名） 

①７月 

②８月25日 

 

２ 当事者団体及び支援者団体への主なヒアリング項目 

・ひとり親家庭の状況、親・こどもの様子 

・ひとり親として生活をしていく上で、あるいは支援をしていく上で課題・困難に感じていること 

・ひとり親家庭への支援として有効と考える支援 

・今後より一層必要と考えられる支援の内容       等 

 

３ 当事者団体及び支援者団体へのヒアリングから見えてきた状況 

（子育てや生活支援について） 

○ひとり親家庭福祉会やこども食堂等は、食支援等をきっかけに身近な相談先となり、有効だが、

スポット的に支援が不足している地域があるため、地域資源として、そういった団体を作って

いく必要がある（支援者） 
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〇ひとり親の負担を軽減するためのレスパイト施設や、休日利用ができる子の預かり施設を増や

していくべきと考える。（支援者） 

〇ＤＶ被害や障害、生活困窮等、複合的な課題を抱えているひとり親世帯も多く、保育園の送迎・

訪問看護・育児支援・家事支援・経済管理等様々なサービスが必要である。（支援者） 

〇こども食堂等での、食をきっかけとしたひとり親家庭のこどもの居場所づくりは有効である。

「つながっている」という精神的な支援が大切。（支援者） 

 

（就業の支援について） 

〇本人に働く意欲があっても、こどもが不登校、障害がある場合など、なかなか働くことができ

ない。こどもと過ごす時間をもっと多く取りたいことから、テレワークを望むが、在宅ワーク

のスキルがないことや、在宅ワークができる自宅環境や設備等もないため、難しいのが現状で

ある。（当事者） 

〇仕事をすることでこどもとの時間が取れず、こどもが犠牲になるという考えではなく、仕事を

頑張る姿を見せて、こどもと一緒に頑張って、こども自身の自己肯定感を高めていけるとよい。

（当事者） 

 

（経済的支援について） 

〇ひとり親家庭の親が実親と不仲で頼れる人がいないという相談も多い。そういった場合の居住

支援やシェアハウスで住民同士が助け合うような環境があればよい。（支援者） 

〇生活費や教育費など、金銭的な課題が一番と感じる。教育費については、学生支援機構など無

償の奨学金のメニューはあるが、入学後の支給になるため、入学前に一時的に必要となる入学

金や前期学費など100万円程度は捻出しなければならない。つなぎローンがもっと必要である。

（当事者） 

 

（養育費確保の支援について） 

〇養育費支払いに対して、親子交流を引き合いに出してこられると困ることがある。弁護士費用

は高いため、間に行政機関や公的機関等に入ってほしい。（当事者） 

 

（相談・情報提供について） 

〇フルタイム勤務、子に障害がある場合など、時間的、精神的な余裕がなく、支援に結びつかな

い場合がある。スマートフォン等で支援（相談・物資・交流）に繋がれるとよい。（支援者） 

〇地域や学校等で、ひとり親家庭の父や母が、他の父親や母親と、日頃からちょっとした悩みを

話せるような交流機会を提供することが有効である。（支援者） 

〇思春期の女子を父子家庭の父が育てることに課題をもっている家庭は多く、父子家庭への情報

や交流機会の提供が必要と考える。（支援者） 

〇区役所、学校、民生委員でより連携して対応していく必要がある。情報共有が重要。（支援者） 
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（こどもへのサポートについて） 

〇家庭内の親子関係の不和があった場合、こどもへのサポートが難しい場合がある。主任児童委

員、民生委員、学校のスクールカウンセラー、地域の居場所、ＳＮＳ相談等がこどもの支えに

なれればと思う。（支援者） 

〇親のニーズにばかり目を向けるのではなく、こども目線を重視した施策が必要と考える。

（支援者） 

 

４ こどもへのヒアリング結果 

  小学１年生から大学１年生までのひとり親家庭（母子家庭）のこども６名を対象に、毎日

の生活の中で感じている事、将来について思っている事などについて、グループトーク形式

のヒアリングを実施しました。 

  ヒアリング対象者：小学１年生女子、小学３年生男子、小学３年生女子、 

           中学２年生女子、高校３年生女子、大学１年生男子 

 

（親の仕事について） 

〇休みなしで仕事・子育てをしていることがすごい、でも大変そうだなと感じる。（中学２年生） 

〇親が働いているときには、きょうだいとテレビを見るなどして過ごしていたが、寂しいときは

あった。親は忙しそうだから、ゆっくり休んで欲しいと思っている。（高校３年生） 

〇いつも大変そうに仕事をしている。でも仕事を頑張っているところは好き。（小学３年生） 

〇もっと長い休みがとれたらいいのにと思うことがある。（小学３年生） 

 

（日々の生活について思うこと） 

〇中学生の時に、給食ではなく弁当だったことで親に負担をかけたと思う。（大学１年生） 
〇進路については、短大に行く予定だが、学費が心配。親子でお金の相談もした。最終的には

やりたいことや学校の雰囲気で短大を選んだ。（高校３年生） 
〇今のままでいい。（小学３年生） 
〇ひとりでお留守番したことはない。放課後キッズクラブに親が迎えに来てくれる。家ではお

話してくれるのでさみしくない。（小学１年生、小学３年生） 

 

（ひとり親家庭のこどもとして思うこと） 

〇進路の選択をするときに、学費のことを考えたりすることはあるが、我慢ではない。自然にそ

う思っている。（中学２年生） 

〇あまり他の家庭と比べたことはない。やりたいことをやらせてもらえていると思っている。（ 

大学１年生） 
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５ こどもへのアンケート結果 
１ 調査の概要 

(1) 調査目的   
本市のひとり親家庭におけるこどもの困りごとや意見等の把握のため 

(2) 調査期間・方法 

令和６年７月 11 日から７月 31日まで郵送配布・郵送回収又は横浜市電子申請システム

回答により調査 
(3) 調査対象・回収状況 

調査対象：令和２年から令和６年の間に「横浜市ひとり親家庭思春期・接続期支援事業」

の学習支援を受けた又は受ける予定のひとり親家庭 353世帯 

回収状況：回答者数 86 名（回収率 24.3％） 

内訳：母子家庭 82名、父子家庭４名 

中学１年 37名、中学２年 22 名、中学３年 10名、 

高校１年 12名、高校２年３名、不明・未回答２名 

  
２ 結果の概要 

【関心があること・打ち込んでいること】※複数回答可 

  友達との遊びや活動・ゲーム 55名 

  部活や習い事        50名 

  ひとりで遊ぶゲーム     32名 

【現在困っていること】※複数回答可 

  勉強や進路のこと      47名 

  困っていることはない    27名 

  お金のこと         16名 

【困っていることを相談できる人】※複数回答可 

  母親    55名 

  友達    53名 

  学校の先生 21名 

  祖父母   15名    （参考：相談できる人はいない ３名） 

【あったらいいなと思う支援や手助け】※複数回答可 

  家庭教師や塾代の支援          43名 

  学習用品の支給支援           29名 

  食品の配布               25名 

  仲間づくりや学習の場など、居場所の提供 21名 

  食事の場の提供（こども食堂など）    21名 
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       横浜市ひとり親家庭自立支援計画策定連絡会 

■委員                            （５０音順、敬称略） 

 

■事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
氏名 所属・役職 

１ 川田 悦子 マザーズハローワーク横浜 統括職業指導官 

２ 篠原 恵一 母子生活支援施設カサ・デ・サンタマリア 施設長 

３ 丹羽 麻子 
公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会  

男女共同参画センター横浜 相談センター長 

４ 濱田 靜江 社会福祉法人たすけあいゆい 理事長 

５ 本間 春代 本間法律事務所 弁護士 

６ 松浦 正義 
横浜市民生委員児童委員協議会理事 

緑区民生委員児童委員協議会会長 

７ 道下 久美子 一般財団法人横浜市ひとり親家庭福祉会 理事長 

８ 湯澤 直美 立教大学コミュニティ福祉学部 教授 

９ 渡邊 修一 ＮＰＯ法人 サステナブルネット 理事長 

 

10 竹内 弥生 緑区こども家庭支援課長 

11 鋪 歓奈 戸塚区こども家庭支援課長 

12 森田 和枝 泉区和泉保育園長 

13 近堂 次郎 横浜市中央職業訓練校長（経済局雇用労働課長） 

14 伊藤 泰毅 健康福祉局生活支援課長 

15 石津 啓介 建築局住宅政策課担当課長 

16 末吉 和弘 教育委員会事務局人権教育・児童生徒課担当課長 

 
氏名 所属・役職 

１ 秋野 奈緒子 こども青少年局こども福祉保健部長 

２ 藤浪 博子 こども青少年局こども家庭課長 
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第５期横浜市ひとり親家庭自立支援計画（令和７年度～11年度） 
素案（概要版） 

 
～ 市民のみなさまのご意見を募集しています ～ 

 

第１章 計画策定の趣旨 

１ 計画の位置づけ 

本計画は、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、 

「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」及び国の 

「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための 

措置に関する基本的な方針」などとの整合性を図り、 

母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12条に規定する自立 

支援計画として、ひとり親の自立支援に向けた取組に 

対する本市としての基本方針、基本理念や具体的事業・ 

取組を定めるものです。 

  

２ 計画期間 

本計画は、令和７年度から令和11年度までの５か年とします。 

 

第２章 ひとり親家庭の現状と課題 

１ 社会的背景                                      
（１）物価上昇を背景にした困窮状況 

  原材料価格の上昇や円安の影響などによる食費等の物価上昇は、実質賃金の大きな下押しと

なっており、比較的所得が低いひとり親家庭は影響を特に受けやすい状況にあります。 

 

（２）ＤＶや児童虐待、親またはこどもの疾病や障害などの複合的な課題 

  ひとり親家庭は、世帯全体として、ＤＶ、児童虐待、疾病、障害などの複合的な課題を抱えて

いる場合があり、ひとり親家庭を対象とした支援施策を適切に活用することが必要です。 

  

（３）住宅確保に向けた支援 

  ひとり親家庭が仕事と子育てを両立するためには、職場や、こどもの保育園や学校等と近く、

便利な場所に住む必要があるため、生活費を圧迫しない程度の住居費負担となる住宅の確保が

課題です。 

 

（４）共同親権の法制化と養育費確保及び親子交流支援 

養育費の確保、親子交流及び各種支援等について、こどもにとってより望ましい方向にすす

むよう、制度の啓発や相談支援の取組を進めていく必要があります。 

 

（５）国によるひとり親家庭を対象とする支援の拡充 

国は、ひとり親家庭が抱える様々な課題に対応するため、児童扶養手当の拡充のほか、就業

支援、養育費確保支援などを多面的に強化してきました。 

本市においても、国の流れを踏まえて、今後の自立支援施策を検討する必要があります。 

 

（６）こどもの意見の反映・こどもに向けた施策推進 

「こども基本法」や「こども大綱」を踏まえて、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、その

意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるよう、ひとり親のこどもの気持ちに寄

り添い、意見を受け止めながら、施策を進めていくことが重要です。 

横浜市子どもの貧困 

対策に関する計画 
横浜市男女共同参画 

行動計画 

横浜市地域 

福祉保健計画 
横浜市子ども・子育

て支援事業計画 

横浜市ひとり親家庭自立支援計画 

横浜市中期計画 
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２ ひとり親家庭の現状と課題                               

「横浜市ひとり親世帯アンケート調査（令和５年度）」結果及びヒアリング調査の結果等を踏ま

え、次のとおり、ひとり親家庭の現状と課題を整理しました。 

 

（１） 子育てや生活支援  

ア 稼働収入については、「児童のいる世帯」750万円に対して、母子家庭は 329万円、父

子家庭は 661 万円となっています。 

イ ひとり親家庭の背景として、ＤＶや児童虐待、親またはこどもの疾病・障害などの複

合的な課題を抱えている場合もあるため、家庭の個別の事情に寄り添った相談支援や自

立の支援が必要です。 

 

（２） 就業の支援  

ア 本市のひとり親の就業率は高く、母子家庭が 89.8％、父子家庭が 93.0％となっていま

すが、母子家庭は 34.5％、父子家庭は 17.6％の方が、よりよい就労に向けて転職をした

いと考えています。 

イ  子育てと就労の両立を支援するためにも、親またはこどもの健康状態やこどもの年齢

に応じ、ワークライフバランスも視野に入れ、仕事に必要な知識や資格の取得支援な

ど、個々の状況に合わせたきめ細かな、伴走型の支援が求められています。 

 

（３） 経済的支援 

ア 家庭の現在の暮らし向きを尋ねたところ「大変苦しい」「やや苦しい」という回答が合 

計で 52.5％にのぼり、経済的支援はひとり親家庭の生活を守る大変重要な支援です。 

イ 児童扶養手当の支給に加えて、就業支援や養育費確保支援など、世帯収入の増加につ

ながる多面的な支援も求められています。 

 

（４）養育費確保の支援 

  ア 離婚等によりひとり親家庭となったこどものために支払われるべき養育費について、

「養育費の取り決めをしている」割合は、母子家庭が 52.3％、父子家庭が 36.3％と半数

近くの世帯で取り決めをしていません。 

  イ 相談・啓発の取組や養育費確保支援事業等の着実な実施により、ひとり親家庭の経済

的困窮を防ぎ、こどもの健やかな成長を後押しすることが求められています。 

 

（５）相談・情報提供 

  ア 「相談できる相手がいる」と回答した母子家庭は 63.5％、父子家庭は 42.3％となって

います。また、「相談相手が欲しい」と回答した母子家庭は 19.5％、父子家庭は 20.4％

となっています。 

  イ ＳＮＳ等を活用し、時間や場所にとらわれない相談支援及び交流支援を進めるほか、

様々な課題に対して必要な支援につなげることができるよう、相談支援体制を強化して

いく必要があります。 

 

（６）こどもへのサポート 

  ア 国の調査によると、ひとり親家庭のこどもの大学等進学率は、子育て世帯が 83.8％で

あるのに対して、ひとり親家庭では 65.3％となっています。 

  イ こどもからの相談に応えられる体制の整備や、貧困の連鎖を防ぎ、将来的に自立した

生活が送れるように生活及び学習の支援を行うことが必要です。 
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第３章 ひとり親家庭支援の基本方針 

社会的背景やひとり親家庭の現状と課題を踏まえ、計画を推進するにあたり、ひとり親家庭の

支援の基本方針を定めます。 

 

１ 基本理念                                      

ひとり親家庭の生活の安定・向上及びこどもたちの健やかな成長のため、個々の家庭に応じた

子育て、生活、就業の支援及びこどもへのサポートなど総合的な自立支援を進めます。  

 

２ 支援の視点                                      

（１）自立を支援する視点 

（２）こどもの視点 

（３）地域支援の視点 

  

３ 支援における取組の方向性                               

（１）積極的な情報提供と地域における自立支援の強化 

多くのひとり親が、ひとりで就労、家事、育児を行わざるを得ない状況にあることを踏ま

えて、子育て応援アプリ「パマトコ」での情報提供やＳＮＳ相談等を進めます。 

また、当事者同士の交流や仲間づくりを推進するとともに、支援機関・団体等が相互に連携

し、ひとり親家庭が地域の中で見守られながら、自立を目指していけるよう支援します。 

 

（２）こどもに対する直接的なサポートの充実と意見表明機会の提供 

親との離死別やＤＶ・児童虐待等により受けるこどもの心理的影響にも配慮しながら、貧

困の連鎖を防ぐための生活・学習支援や養育費の確保支援、こどもの希望を尊重したうえ 

での親子交流支援など、こどもの視点に立った、こどもへの支援を進めます。 

 

 

第４章 支援の具体的事業・取組 

支援の基本方針を踏まえ、次の６つを取組の柱として、具体的施策に取り組みます。 

 

取組の柱 主な事業・取組 

１ 子育てや生活支援 

ひとり親家庭が安心して子育てと就業の両

立ができるよう、多様な子育てや保育サービ

ス、適切な住環境の提供など、子育てや生活面

での支援を進め、生活の場の安定を図ります。 

・日常生活支援事業（ヘルパー派遣） 

・横浜子育てサポートシステム 

・市営住宅申込時の優遇 

・セーフティネット住宅 

・母子生活支援施設 

２ 就業の支援 

 雇用の不安定さの解消や収入アップのため

の転職など、個々の状況に合わせた、より安定

した就業形態での雇用を促進していきます。 

・ひとり親家庭等自立支援給付金事業 

・母子家庭等就業・自立支援センター事業 

・ジョブスポット 

３ 経済的支援  

児童扶養手当をはじめとする各種制度の着

実な実施により、生活の安定をはかります。 

・児童扶養手当 

・ひとり親家庭等医療費助成 

・就学援助 

・母子父子寡婦福祉資金の貸付 

・特別乗車券交付事業 

４ 養育費確保の支援 

養育費の確保が適切になされるよう、個別

相談や養育費確保に向けた啓発を強化すると

ともに、養育費の取り決め支援を行います。 

・法律相談 

・養育費についての広報・啓発 

・養育費確保支援事業 
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５ 相談機能や情報提供の充実 

ひとり親家庭のニーズに合った情報や支援

制度が、必要とする人に適時適切に届くよう、

相談機能や情報提供を充実させます。 

・区役所等における相談及び情報提供 

・離婚前相談 

・当事者同士の交流や仲間づくり 

６ こどもへのサポート 

こどもの視点に立ち、未来へ希望を持てる

支援を進めます。 

 

・ひとり親のこどもの相談支援 

・生活・学習支援事業 

・親子交流支援事業  

・こども食堂など地域の取組支援 

・こどもの意見を聴く取組の推進 

 

 

第５章 計画推進にあたっての指標 

本計画全体を統括的に把握する指標として、「第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画」にひ

とり親の自立支援の指標として設定予定の次の目標を掲げ、推進していきます。 

 

【指標１】就労の状況の把握 

目標 現状値（R5） 目標値（R11） 

ひとり親サポートよこはま等の支援により 

就労に至ったひとり親の数 
345人/年 

1,800人 

（５か年累計） 

 

【指標２】こどもへのサポートの状況の把握 

目標 現状値（R5） 目標値（R11） 

思春期接続期支援事業の事後アンケートで 

「将来の夢や就職について目標がある」と 

回答したこどもの割合 

68.1％ 70.0％ 

 

また、参考指標として、本市調査における以下の項目についても、目標を設定します。 

 

【参考指標】横浜市ひとり親世帯アンケート調査による把握 

目標 現状値（R5） 目標値（R11） 

就業率 90.6％ 92.8％ 

就業形態が正社員・正規職員の割合 57.4％ 66.2％ 

養育費の取り決め率 49.3％ 63.0％ 

養育費の受領率（「現在も受けている」） 30.9％ 40.0％ 

養育費の取り決めをしている場合の受領率 

（「現在も受けている」） 
59.4％ 70.0％ 
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募集期間：令和６年 10月 17日（木）から令和６年 11月 15日（金）まで 

 

第５期横浜市ひとり親家庭自立支援計画素案 
意見提出方法について                  
 

 
ご意見は、次のいずれかの方法でお寄せください。 
 

① 横浜市電子申請・
届出システム 

次の二次元バーコード又は本市ホームページ URLから 
アクセスし、ご入力ください。 
URL：https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/reside
nts/procedures/apply/c757793f-722d-42f7-8cfc-2c68beaf10af
/start 

② 電子メール kd-katei@city.yokohama.lg.jp 
※件名に【意見募集】と入れてください。 

③ 郵送 
〒231-0005 横浜市中区本町６-50-10 
横浜市こども青少年局こども家庭課こども家庭係 
（郵送の場合は、11月 15日消印有効とさせていただきます。） 

④ FAX 045-681-0925 
 
    提出にあたっては、次のことをご記入ください。 
  ① 氏名 ② 住所（区名まで） ③ 年代 ④ 素案に対するご意見 

※ 電子メール、ＦＡＸでお送りいただく場合も、① 氏名、② 住所（区名まで）、③ 年代 ④ 素案 
に対するご意見のご記入をお願いします。 

● ご意見の提出に伴い取得したメールアドレス、ＦＡＸ番号等の個人情報は「個人情報の保護に関する
法律」の規定に従い適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認の目的に限っ
て利用します。   

● いただいたご意見の概要とそれに対する本市の考え方をまとめ、後日、ホームページで公表します。 
ご意見への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。 

 なお、第三者の利益を害する恐れのあるものなど内容により公表しない場合があります。 

● ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見は受け付けておりません。 
意見募集用資料の閲覧場所等                   
【概要版】：市民情報センター、区役所広報相談係で配布・閲覧 
【全体版】：こども青少年局こども家庭課で閲覧 
          市ホームページにも掲載しています。 
                  
お問合せ先 
横浜市こども青少年局こども家庭課 
電話:045-671-2390  FAX:045-681-0925  Eメール:kd-katei@city.yokohama.lg.jp 

横浜市ひとり親家庭自立支援計画 検索 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c757793f-722d-42f7-8cfc-2c68beaf10af/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c757793f-722d-42f7-8cfc-2c68beaf10af/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c757793f-722d-42f7-8cfc-2c68beaf10af/start
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